
第Ⅰ編

奄美群島振興開発の概要と群島の現状・課題





第１章 奄美群島の概況

第１節 自然条件と特性

奄美群島は，九州本土の南に点在する

トカラ列島と沖縄諸島の間，北緯27度か

ら29度に連なる島々で，奄美大島，加計

呂麻島，請島，与路島，喜界島，徳之島，

沖永良部島，与論島の８つの有人島から

なり，琉球弧の一環を形成している。我

が国の離島の中でも，特に本土から遠隔

の地に位置し，鹿児島市から航路距離で

群島東北端の喜界島まで377㎞，最南端の

与論島まで594㎞に及んでおり，１市９町

２村で構成されている。

総面積は，約1,231㎢であり，全国有人

離島面積の16.1％，県土の13.4％を占め

ている。群島のうち最も大きい奄美大島

は約712㎢で，北方領土及び沖縄本島を除

く我が国の離島のうち佐渡島に次ぐ第２

位の広さを有しており，次いで徳之島約

248㎢，沖永良部島約94㎢，加計呂麻島約

77㎢，喜界島約57㎢，与論島約21㎢など

となっている。

人口は，10万4,281人（令和２年国勢調

査）で，全国有人離島人口の18.0％，本

県人口の6.6％を占めている。群島のうち，

最も人口の多い奄美大島は５万8,738人

で，全国有人離島416の島の中で最も多く

の人口を有しており，次いで徳之島２万

1,803人，沖永良部島１万1,996人，喜界

島6,629人，与論島5,115人などとなって

いる。全国の離島の中でみても東京から

遠隔に位置しながら多くの人口を有する

存在となっており，その度合いは他の外

海離島と比較し際立ったものとなってい

る。

気候は亜熱帯海洋性に属し，年間平均

気温は22℃前後で四季を通じて温暖で，

１月でも平均気温は15℃前後である。年

平均降水量は島によって差があるが，特

に，奄美市名瀬は東京の２倍近くで

2,900㎜を超えている。
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我が国の外海離島の中での奄美群島

－遠隔地に多くの人口－

奄美群島は，狭小性等の島しょ地域特

有の厳しさに加え，本土から遠隔に位置

し，他の一般離島と比べても外海隔絶性

が強い。

こうしたことが，人及び物の移動に係

る経費，物価，リサイクルに係る搬出経

費，高等教育に要する費用等の本土との

格差の大きな要因となっている。

奄美群島は，離島の中でも特に台風の

常襲地帯となっており，加えて，台風が

勢力の強い段階で襲来するほか近年は記

録的な集中豪雨が多発していることによ

り，人家，農作物，農地，道路・河川等

の公共土木施設等に非常に大きな被害を

もたらし，住民生活や生産活動に多大な

影響を及ぼしている。また，冬季には，

季節風の影響により定期船の欠航が多く

なるなど，住民生活等において大きな影

響を受けている

これに加え，猛毒を有するハブが生息

しており，住民の生活や産業活動に大き

な影響を及ぼしていることや，アリモド

キゾウムシ等の特殊病害虫が生息してい

るため，さつまいもなどの移動が規制さ

れるなど，農業振興上の大きな障害とな

っている。また，沿岸海域においては，

オニヒトデや海水温の変化等がサンゴ礁

の保全に深刻な影響を与えている。

さらに，短小急流な河川や保水性に乏

しい土壌など地形・地質的条件により，

自然流況下での水資源の安定確保が困難

であるほか，特に大島本島においては，

面積の約86％が山林原野に覆われ，耕地

面積は，わずか３％弱に過ぎないことか

ら，農業をはじめとした産業の展開に大

きな障害となっている。

（写真）台風被害
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第２節 人口，所得

１ 人口

（1） 人口の動向

奄美群島の総人口は，昭和30年以降，

若年層を中心に人口流出が続き，この65

年間に10万1,082人（49.2％）減少し，令

和２年10月１日現在で10万4,281人となっ

ている。平成27年から令和２年の５年間

では5,866人（5.3％）の減と減少傾向が

続いている。

地域別の人口をみると，奄美大島をは

じめ各島々でも大きく減少している。特

に，加計呂麻島，請島，与路島の地域で

は昭和30年から令和２年の65年間に9,455

人（88.5％）も減少している。

人口動態をみると，自然動態は昭和50

年から平成２年までの間は増加していた

が，平成２年から自然減が始まり，令和

２年９月30日現在においてもその傾向が

続いている。

社会動態は昭和50年から令和２年まで

一貫して減少が続いている。最も急激な

減少となったのは昭和60年から平成２年

までの５年間であったが，平成22年以降

は減少数が縮小してきている。
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（2） 人口の年齢構造

令和２年の65歳以上の人口の割合は

35.0％で，沖縄県（22.6％）の約1.5倍と

なっており，平成27年の31.3％と比較し

て3.7ポイント増加している。

15歳未満の人口の割合は14.0％で， 沖

縄県（16.9％）より低いものの，本県

（13.3％）や全国（12.1％）より高くな

っている。

また，15歳から64歳までの生産年齢人

口割合は50.9％で，本県（53.9％），沖縄

県（60.5％）及び全国の平均（59.2％）

に比べ，低くなっている。

この結果，扶養負担度を示す従属人口

指数は，令和２年で96.3％に達し，本県

（85.5％），沖縄県（65.3％），全国平均

（68.9％）に比べ，高くなっている。

奄美群島の人口を年齢各階層別人口構

成でみると，高等学校卒業後の19歳での

群島外流出が極めて大きく，55歳以上に

なると全国平均を上回っている年齢が多

くなっている。

大都市圏への人口集中という全国的な

傾向のなかで，特に若年層が流出し，過

疎化が進行した奄美群島の年齢構造は，

平均余命の伸びも加わって高齢化が急速

に進んでいる。
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２ 就業構造

（1）産業別就業構造及び産業別就業者の

推移

令和２年の就業者数は５万649人で，こ

の５年間で22人（0.04％）増加している。

産業別就業構造は，第１次産業は14.1％

で，県平均（8.5％）より高い。第２次産

業は13.6％で県平均（19.1％）より低く，

全国平均（23.7％）と比べるとかなり低

くなっている。また，第３次産業は72.3

％で，県平均（72.4％），全国平均（72.8

％）よりやや低くなっている。

産業別就業者の推移をみると，第１次

産業の就業者数は，昭和30年の9.5％に減

少している。

第２次産業については，昭和30年の

106.1%に拡大するとともに，第３次産業

も220.7％となっている。

近年，製造業は減少しており，建設業

の就業者も大幅に減少してきている。

一方で，第３次産業はわずかながら増

加している。
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（2）男女別就業構造

令和２年の就業者に占める女性の割合

は44.9％で，本県（47.5％）及び沖縄県

（46.2％）よりやや低く，全国の平均

（44.8％）とほぼ同じであるが，その割

合は，平成27年からの５年間で0.8ポイン

ト伸びている。
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（3） 年齢階級別就業構造

令和２年の年齢階級別就業構造は，45

歳以上が63.9％となっている。

また，65歳以上では20.4％で，本県

（17.6％），沖縄県（12.2％）及び全国の

平均（15.1％）よりかなり高くなってお

り，平成27年から令和２年の５年間で5.5

ポイント高くなっている。

３ 郡民所得（分配）

令和元年度の郡民所得は2,504億円で，

県民所得の6.1％を占めている。

一人当たりの郡民所得は2,371千円で，

本県の一人当たり県民所得の92.7％，一

人当たり国民所得の74.5％となっており，

依然として格差がある。

また，令和元年度の飲食費，住居費，

被服費等の家計最終消費支出は，一人当

たり1,312千円で，全国平均（2,353千円）

と本県（2,028千円）に比べてかなり低く

なっている。
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４ 産業構造

（1） 所得構造

令和元年度の郡内総生産3,523億円のう

ち，第１次産業は219億円で，6.2％を占

め，本県，沖縄県及び全国に比べて高く

なっている。

第２次産業は547億で，15.5％を占めて

いる。

このうち製造業は3.5％となっており，

本県や全国よりもかなり低くなっている。

また，第３次産業は2,722億円で77.3％

を占め，本県や全国を上回る割合である

が，沖縄県より低くなっている。

なお，令和元年度の郡民所得（分配）

は，企業所得が30.4％で本県より低い割

合であるが，沖縄県及び全国より高くな

っている。
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（2） 島別主要産業分野

大島本島については，島別で，第３次

産業（78.8％）の総生産に占める割合が

最も高くなっている一方で，第１次産業

（3.5％）は最も低くなっている。

うち，群島の中心都市である奄美市が

ある大島本島北部地域については，保健

衛生・社会事業（14.2％）の割合が高く

なっている一方で，農業（0.7％）は低く

なっている。

また，大島本島南部地域については，

水産業（9.7％），建設業（21.7％）及び

公務（14.7％）の割合が高くなっている

一方で，保健衛生・社会事業（10.1％）

は低くなっている。

喜界島については，島別で，製造業

（6.8％）及び公務（13.9％）の割合が最

も高くなっている。

徳之島については，島別で，保健衛生

・社会事業（13.5％）の割合が最も高く

なっている一方で，水産業（0.1％未満）

は最も低くなっている。

沖永良部島については，島別で，農業

（12.4％）の割合が最も高くなっている

一方で，製造業（1.9％）は最も低くなっ

ている。

与論島については，島別で，建設業

（9.0％），公務（10.0％）及び保健衛生

・社会事業（10.9％）の割合が最も低く

なっている。
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（3） 地域経済循環

奄美群島の地域経済循環構造は，生産

面での稼ぐ力は小さい（労働生産性が全

国平均より低い）が，分配面において財

政移転等を中心に所得が大きく流入して

おり，地域住民所得は全国平均を上回る。

しかし，支出面においてエネルギー代金

を含めた経常収支が大きく赤字であり，

分配面で得た所得が地域の生産拡大に貢

献できていない状況にある。

産業別純移輸出額については，農業が

最も地域外から所得を得ている産業であ

り，世界自然遺産登録等を契機として，

今後，発展可能性が高いと考えられる観

光関連産業（宿泊・飲食サービス業）に

ついては，４番目に地域外から所得を得

ている産業である。

なお，食料品や卸売業については，生

活用物資の多くを本土からの移入に頼ら

ざるを得ないことから，所得が地域外に

流出している。

従業者１人当たりの付加価値額（労働

生産性）については，第１次産業，第２

次産業，第３次産業共通して，全国，本

県及び同規模地域の平均より低い状況で

ある。

今後は，奄美群島の魅力ある地域資源

を生かし，地域の経済的な価値を高め，

奄美群島の住民の所得を向上させる「稼

ぐ力」及び「所得の循環」を高めること

で，地域経済循環構造を強固にし，奄美

群島の持続的発展につなげることが重要

である。

※ 地域住民所得については，財政移転によるその他の所得の流出入を計上しているなどの点で，郡民所得と異なる。

支出生産・販売

分配

所得

財政移転(政府支出－税金) 財政移転は補助金、交付税など
の国・都道府県からの所得移転

所得

所得
3,270億円

5,335億円

114億円

187億円

所得

2,182億円

354億円

3億円 ○

○

平均生産性664.7万円/人
全国平均962.3万円/人
(1,350位/1,719市町村)

(463位/1,719市町村)

経常収支

所得

通勤
GRPの0.1%GRPの3.5%

▲

1人当たり所得502.3万円/人
全国平均439.6万円/人

GRPの66.7%

所得

1,899億円

所得3,270億円

▲

▲

地域住民所得

労働生産性

平均生産性137.5百万円/TJ
全国平均82.4百万円/TJ
(155位/1,719市町村)

エネルギー生産性

▲

○

▲

GRPの5.7%

GRPの10.8%

GRPの58.1%GRPの2.6%
エネルギー代金

86億円▲

本社等

消費

投資

所得

所得

所得
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第３節 市町村財政

１ 財政規模

奄美群島12市町村の財政規模は，歳入

が平成12年度の約1,029億円から令和２年

度の約1,230億円へ，歳出も約1,006億円

から約1,187億円へそれぞれ約20％増加し

ている。

また，本県，沖縄県及び全国の市町村

平均のいずれも平成12年より増加してい

る。

２ 歳入

令和２年度の奄美群島12市町村の歳入

のうち，地方税を中心とする自主財源の

割合は17.6％で，本県，沖縄県及び全国

の市町村平均のいずれよりも低く，地方

交付税，国庫支出金，地方債等の依存財

源の割合が高くなっている。

一方，一般財源の割合は47.1％で，本

県，沖縄県及び全国の市町村平均のいず

れの割合より高くなっている。
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３ 歳出

令和２年度の奄美群島12市町村の歳出

のうち，人件費，扶助費及び公債費の義

務的経費の割合は39.8％で，全国の市町

村平均の割合より高くなっている。

また，普通建設事業費等の投資的経費

の割合は19.0％で，本県，沖縄県及び全

国の市町村平均のいずれの割合より高く

なっている。
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４ 主な財政指標

（1） 財政力指数

令和２年度の奄美群島12市町村の財政

力指数の平均は0.16で，本県，沖縄県及

び全国の市町村平均のいずれよりも低く，

財政力の脆弱さを示している。

（2） 経常収支比率

奄美群島12市町村の全てが，財政構造

の硬直化が懸念される80％を超えている。

（3） 実質公債費比率

令和２年度の奄美群島12市町村の実質

公債費比率の平均は9.7％で，本県，沖縄

県及び全国の市町村平均のいずれよりも

高くなっている。

（4） 将来負担比率

令和２年度の奄美群島12市町村の将来

負担比率の平均は18.5％で，本県の市町

村平均よりも高くなっている。

以上のとおり，奄美群島の市町村財政

は厳しいことから，住民福祉の充実や地

域特性を生かした地域づくりを進めてい

くための施策展開が可能な財源の充実・

確保を図るとともに，簡素で効率的な行

政システムを確立するため，引き続き行

財政改革を推進する必要がある。
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第４節 行政制度の沿革

《戦前》

明治８年６月，在藩所を廃して現在の名瀬に鹿児島県大島大支庁が，他の島にはそれ

ぞれ支庁が置かれて以来，幾多の地方行政制度の改革が行われ，終戦を迎えた。

《行政分離から日本復帰まで》

昭和21年１月28日，連合軍最高司令部の覚書により，日本本土と分離されて以来，日

本復帰が実現するまでの間の沿革は次のとおりである。
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《復帰から現在まで》

昭和28年12月25日，「奄美群島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定」（条約

第33号）により，奄美群島が日本に復帰してから現在に至るまでの間の沿革は，次のと

おりである。

24



第５節 特筆すべき奄美群島の自然・文

化

１ 世界自然遺産登録に代表される豊か

な自然環境

奄美群島は，亜熱帯性・海洋性の温暖

な気候に恵まれ，希少種の生息・生育す

る森林や美しいサンゴ礁など多彩で豊か

な自然環境を有している。

生物の分布の上で北限種が多いことが

特徴であり，また，約200万年前頃までに

大陸や日本列島から隔絶されたため動植

物が独自の進化を遂げ，アマミノクロウ

サギやオオトラツグミ，アマミヤマシギ

など世界でこの地域にしか生息・生育し

ていない固有種や希少種など貴重な動植

物を数多く保有している。

奄美群島には，豊かで多様な自然環境

と固有で希少な動植物からなる生態系，

そして人と自然の関わりから生まれた地

域文化が残されていることから，「生態系

管理型」に加えて「環境文化型」という

新しい概念に基づき，平成29年３月に国

立公園に指定され，さらに，奄美大島と

徳之島は沖縄島北部，西表島とともに，

令和３年７月に世界自然遺産に登録され

たところである。

奄美群島の豊かな自然や貴重な動植物

を保全し，環境文化型の地域文化を継承

することで，我が国の豊かで多様な自然

環境の形成・維持に大きな役割を果たす

とともに，一体的に登録された沖縄と連

携して活用を図ることで，観光立国に貢

献する役割を果たすとともに，国民に対

して，地域特有の自然や伝統的な自然と

の関わりを感じることができる質の高い

自然体験や環境学習の場と機会を提供す

る大きな役割を果たしている。
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在住者（1,469）

出身者（126）

高校生等（808）

51.9

59.5

65.4

51.7

47.6

46.2

24.5

27.0

26.7

18.7

27.0

27.8

17.4

9.5

4.2

7.6

7.9

11.0

5.2

17.5

10.8

11.7

6.4

7.7

【島の魅力：在住者，出身者，高校生等】

設問：あなたが感じているこの島の魅力は何ですか。

豊かな自然に恵まれていること
都会にはないゆったりとした気持ちで暮らせること
結いの精神により地域住民が助け合って暮らせること
固有の文化や伝統が日常生活の身近にあること
一年を通じて温暖であること
手軽にスポーツやレジャーが楽しめること
他では味わえない産物や郷土料理があること
その他・無回答
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２ 歴史と風土の中で培われてきた多様

で個性的な伝統・文化

奄美群島には，くらしの中から紡ぎ出

された島唄や集落ごとに行われる八月踊

り，祭りの締めくくりに踊る六調など様

々な伝統・文化，生活文化が日常の営み

の中で保存・伝承されてきている。また，

群島は，大陸や東南アジアからの文化の

伝播経路として日本文化の形成に貢献し

てきたほか，ヤマト文化，大陸文化，南

方文化の影響を受けながら，多様で独自

の文化を伝承し，育んできている。こう

した奄美の文化は，日本文化の源流を今

に伝承している日本のふるさとであると

言われるほど，大きな価値を有しており，

我が国の文化の豊かさや多様性の確保に

大きく寄与し，国民生活の充実に貢献し

ている。

３ 安心して子どもを生み育てることが

できる環境

全国の市町村における合計特殊出生率

をみると，伊仙町をはじめ４町が上位10

位までに入っている。この背景として，

奄美群島に受け継がれている「結いの精

神」に基づく地域ぐるみでの子育ての気

風や「子は宝」という価値観等があると

言われている。少子化対策が全国的な課

題となっている中，奄美群島の子育て環

境は，今後の子育て支援のあり方を考え

る上で，貴重な示唆を与えてくれるもの

である。
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４ 長寿・癒しの島

奄美群島は，人口10万人当たりの100歳

以上長寿者の人口（令和４年９月15日現

在）の比率が189.44人で，都道府県別全

国１位の島根県の142.41人を大きく上回

っており，長寿の島として知られている。

温暖な気候や豊かな自然環境，自然のリ

ズムに近いゆったりした生活，生活に密

着した伝統・文化，豊かな人情，個性的

な食文化など，群島が有するこれらの特

性を活用することにより，群島内外の人

々の長寿，癒しに対する関心にこたえら

れる地域として期待されている。
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第６節 国境離島としての役割

奄美群島は，本土から航路距離で最も

近い喜界島が377㎞，最も遠い与論島が

594㎞離れており，南北約220㎞の海域に

わたり群島が点在していること自体によ

って，領土はもとより，島の面積をはる

かに超える広範囲な領海・排他的経済水

域を我が国に帰属させる大きな役割を果

たしている。

また，奄美群島周辺水域は，我が国の

シーレーンに近接しており，原油等を積

載した多くのタンカーが通過する日本の

海上交通の要衝の一つであり，操業漁船

等も含めた船舶の安全性の確保や緊急時

の避難場所等の提供，海上保安部等の設

置による不審船や密輸船等に対する周辺

海域の安寧の維持に貢献している。

さらに，近年，我が国を取り巻く安全

保障環境が厳しさを増す中，奄美群島が

南西諸島に位置し，防衛体制上の活動拠

点としての機能を継続することにより，

国土防衛上，従来以上に重要な役割を果

たしている。

このように，奄美群島は国境離島とし

て，多面的かつ重要な役割を果たしてい

る。
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※この地図は富山県が作成した地図を転載したものである。
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第７節 世界自然遺産登録を契機とした

新たな役割

奄美群島には，豊かで多様な自然環境

と固有で希少な動植物からなる生態系，

そして人と自然の関わりから生まれた地

域文化が残されていることから，「生態系

管理型」に加えて「環境文化型」という

新しい概念に基づき，平成29年３月に国

立公園に指定され，さらに，奄美大島と

徳之島は沖縄島北部，西表島とともに，

令和３年７月に世界自然遺産に登録され

たところである。

人類共通のかけがえのない財産として，

奄美群島の豊かな自然や貴重な動植物を

保全し，環境文化型の地域文化を継承す

ることで，我が国の豊かで多様な自然環

境の形成・維持に大きな役割を担ってい

る。

また，一体的に登録された沖縄と連携

して活用を図ることで，観光立国に貢献

する役割を担うとともに，国民に対して，

地域特有の自然や伝統的な自然との関わ

りを感じることができる質の高い自然体

験や環境学習の場と機会を提供する役割

を担っている。

さらに，人類が地球でくらし続けるた

めに，奄美群島が「自然・文化」と「く

らし・産業」の両立を図り，持続可能な

社会の実現を目指すことで，世界のモデ

ルとして発信する必要がある。
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第２章 奄美群島振興開発の概要

第１節 奄美群島振興開発の経緯（昭和

21年度～）

太平洋戦争の惨禍により，住宅，公共

施設，産業関連施設のほとんどを喪失し

た奄美群島は，昭和21年２月，日本本土

から行政分離され，米国軍政府の統治下

に置かれた。

その後，昭和28年12月に日本に復帰す

るまでの間，日本本土との交易，往来は

途絶え，日本政府からの補助も停止され

た。米国軍政府からの復興予算は，若干

配分されたものの経済再建に寄与すると

ころは少なく，戦災からの復興は遅々と

して進まず，公共施設の整備も立ち遅れ，

加えて台風等による災害と相まって奄美

群島の経済は，窮迫の度を増していった。

１ 奄美群島復興特別措置法の制定に至

るまでの経緯（昭和28年8月～29年6月）

（1） 「奄美群島の復帰に伴う暫定措置

に関する基本方針」（昭和28年10月23日

閣議決定）

昭和28年８月８日の「奄美群島返還に

ついてのダレス米国務長官の声明」に続

いて，日本政府は同年10月23日「奄美群

島の復帰に伴う暫定措置に関する基本方

針」を閣議決定し，引継事務を円滑に行

うともに，奄美地域の民政の安定とその

急速な復興を図るため，次の方針に基づ

いて必要な措置を講ずることとした。

ア 同地域の立ち遅れた状態を回復し，

民生を安定するため，直接実効のある

実質的施策を重点的かつ総合的に実施

することを根本方針とする。

イ 昭和29年度以降の振興対策について

は，年度計画を樹立し，予算に計上す

る。

ウ 奄美群島復興事業は，同地域の自立

経済を助長するための事業に重点を置

いて計画し，これに要する経費につい

ては，現地の実情と事業の性質を勘案

して，国庫負担又は国庫補助につき特

例を設け，かつ金融措置も特別に講ず

ることを考慮する。

エ 昭和28年度の予算については，生活

保護，失業対策，政府施設の整備，公

共土木事業，産業振興事業等のうち特

に臨時緊急を要するものについて，国

庫負担を建前として必要な措置を行う

ものとする。

（2） 「奄美群島の復帰に伴う法令の適

用の暫定措置に関する法律」（昭和28年11

月16日 法律第267号）

前述の基本方針に基づき，同年11月16

日「奄美群島の復帰に伴う法令の適用の

暫定措置に関する法律」が制定された。

なお，これに先立ち衆参両地方行政委

員会において，おおむね次のような付帯

決議がなされた。

（写真）ダレス声明に歓喜する奄美群島

住民

（写真）復帰当時の文教施設（知名中学

校）

ア 衆議院地方行政委員会

(ｱ) 奄美群島の特殊性に鑑み，その復

興を図るため速やかにその復興計画

を樹立し，それに関する特別法を提

案すること。

(ｲ) 補正予算に計上された「奄美群島

復帰善後処理費」は，緊急な支出に

適切に使用しうるよう処置を講ずる

こと。

イ 参議院地方行政委員会

奄美群島の特殊性と疲弊の現状に鑑み，

速やかに総合的な復興計画を樹立し，そ

の強力な実施を期すること。そのため，
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必要な特別法を制定するとともに十分な

財政的措置を講ずること。

（3） 奄美群島復帰善後処理費の計上

奄美群島が日本に復帰した昭和28年度

中の事業については，道路，橋梁，河川，

港湾等の建設事業，公立学校の新築又は

改築等は，暫定措置として「奄美群島復

帰善後処理費」で実施された。

２ 奄美群島復興計画（昭和29～38年度）

「奄美群島復興特別措置法」が昭和29

年６月21日法律第189号として制定され

た。この法律は，群島の復帰に伴い，そ

の急速な復興と住民の生活の安定に資す

るために，特別措置として総合的復興５

か年計画を策定し，これに基づき事業を

実施することを目的としたものであった。

（1） 奄美群島復興計画（昭和29～33年

度）

奄美群島復興特別措置法に基づく「復

興５か年計画」は，群島住民の生活水準

をおおむね戦前（昭和９年～11年）の本

土並みに引き上げるために必要な産業文

化の復興と公共施設の整備・充実を図る

ことを目標として，このために必要な事

業費約152億円，うち国庫約111億円を計

上し，昭和29年10月30日決定された。

（2） 奄美群島復興計画（改定10か年計

画）（昭和29～38年度）

復興事業は，復興５か年計画に基づい

て実施されたが，台風や季節風等の気象

条件，輸送力及び労働力の不足，市町村

財政のひっ迫による地元負担力の弱さ等

により，当初の計画の完了が望めなかっ

たので，昭和33年４月１日奄美群島復興

特別措置法の一部を改正する法律が可決

成立した。これにより，復興５か年計画

は，内容が補完改定されて，復興10か年

計画となり，同年６月30日に決定された。

この復興10か年計画の主な基本方針は，

次のとおりであった。

ア ５か年計画の事業内容を補完改定

して実施期間を延長する。

イ 各種産業の生産性の向上による群

島経済の自立化を促進する。

ウ 産業資金の円滑な融通を図るため，

速やかに特別の金融対策を樹立する。

なお，事業費約30億円，うち国費約10

億円が増額され，合わせて事業費約182億

円，うち国費約121億円となった。

また，奄美群島復興信用保証協会が奄

美群島復興信用基金に改組され，従来の

保証業務に融資業務を併せて行うことに

なり，復興事業に伴う地元資金の確保等

に大きな役割を果たすこととなった。

（写真）昭和35年頃の徳之島町亀徳港

３ 奄美群島振興計画（昭和39～48年度）

復興事業が基礎的な公共施設等の急速

な整備に重点を置き，産業の振興につい

ては，社会情勢の推移等から計画の後半

においてようやく実施に移されたが，こ

の間，高度経済成長の途上にあった日本

経済の伸長は著しかったものの，その恩

沢を受けることのなかった奄美群島では，

郡民１人当たりの所得はまだ全国平均の

半分にも達しない状況であった。

そこで「奄美群島復興特別措置法」の

一部改正が行われ，期間が５か年延長さ

れるとともに，法律も「奄美群島振興特

別措置法」と改称された。

（1） 奄美群島振興計画（昭和39～43年

度）

奄美群島振興計画は，昭和39年度を初

年度とする５か年計画で，本土の著しい
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経済成長と奄美群島の置かれた特殊事情

に鑑み，更に経済及び社会生活の基盤を

確立するため，復興事業を補完整備する

とともに，主要産業の育成振興を重点と

して群島の経済自立を促進し，住民の生

活水準をおおむね本県本土の水準に近づ

けることを目標とした。

この計画は，事業費約161億円，うち国

費約75億円を計上し，昭和39年５月12日

に決定された。

（2） 奄美群島振興計画（改定10か年計

画）（昭和39～48年度）

奄美群島振興計画は，順調に推移し，

住民の生活水準も逐年向上し，郡民所得

は，徐々に計画の目標に近づいてきた。

しかし，奄美群島をめぐる諸条件は依

然として厳しく，昭和29年以来実施され

た復興・振興事業の成果が必ずしも群島

経済の自立的発展への体制を確立するま

でには至っておらず，住民の実質的な生

活水準は，県本土との間になお相当の格

差があった。

一方，国民経済の高度成長，国民生活

水準の向上，地域社会経済の急激な変化

等を勘案するとき，群島住民の生活水準

を県本土の水準により一層に近づけるた

めには，引き続き国の財政援助が必要と

されたので，昭和44年３月28日奄美群島

振興特別措置法の一部を改正する法律が

可決された。

これにより，振興５か年計画は，事業

内容が補完改定されて，振興10か年計画

となり，同年５月９日に決定された。

この10か年計画の主な基本方針は次の

とおりであった。

ア ５か年計画の事業内容を補完改定

して実施期間を延長する。

イ 群島経済の自立的発展の基礎を確

立するため必要な諸条件を整備する。

ウ 主要産業の育成振興を図るための

産業基盤を整備する。

エ 群島経済の自立発展のため必要な

金融対策を強化充実する。

オ 社会基盤施設の効率的な整備を行

う。

なお，事業費約249億円，うち国費約10

5億円が追加計上され，合わせて事業費約

428億円，うち国費約180億円となった。

また，群島経済の自立的発展に必要な

産業資金の確保を図るため，奄美群島復

興信用基金による融資の強化拡充を図る

ことと，改定計画に基づく事業の実施に

当たっては，市町村，農林漁業団体及び

住民の積極的な努力を基本とし，群島経

済の自立体制の確立を期するというもの

であった。

４ 奄美群島振興開発計画（昭和49～令和

５年度）

復興及び振興計画に基づく各般の事業

の実施により，群島の基盤整備と主要産

業の振興が図られてきたが，群島をめぐ

る諸条件は依然として厳しく，住民の生

活水準は，本土との間になお相当の格差

があった。

そこで，「国土の均衡ある発展と地域の

特性に応じた開発を推進するためにも，

奄美群島の特性と発展可能性を生かし，

積極的な社会開発と産業振興を進める」

ことが必要とされた。

このような見地から，新たに総合的な

振興開発計画を策定し，これに基づく事

業を推進するため「奄美群島振興特別措

置法」の一部改正が行われ，期間が５か

年延長されるとともに，法律も「奄美群

島振興開発特別措置法」と改められた。

（1） 奄美群島振興開発計画（昭和49～

53年度）

奄美群島振興開発計画は，昭和49年度
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を初年度とする５か年計画で，「奄美群島

の特性と発展可能性を生かし，環境の保

全を図りつつ，積極的な社会開発と産業

振興を進め，本土との諸格差を是正し，

明るくて住みよい地域社会を実現すると

ともに，併せて国民福祉の向上に寄与す

る」ことを目標とし，昭和49年６月18日

に決定された。

なお，本計画以降，計画期間中の事業

費及び国費をあらかじめ見込むこととせ

ず，各年度ごとに決定されることになっ

た。

（2） 奄美群島振興開発計画（改定10か

年計画）（昭和49～58年度）

振興開発事業は，５か年計画に基づい

て実施されたが，隔絶した外海離島，台

風常襲地帯等に起因する後進性を克服す

るには至らず，社会資本の蓄積，所得水

準等について，本土との間にはなお諸格

差が存在していた。

また，奄美群島は，昭和47年に日本に

復帰した沖縄県に隣接し，琉球弧の一環

を形成しており，地理的，歴史的，経済

的，社会的，文化的にも沖縄と多くの類

似性と密接な関連性を有しているが，沖

縄県は沖縄振興開発計画に基づき，国の

特別措置と集中的な公共投資により急速

な振興開発が図られつつあったので，こ

の沖縄振興開発計画との均衡をも考慮し，

奄美群島に対する特別措置を充実・強化

して継続することが必要とされた。

このようななかで，昭和54年３月31日

奄美群島振興特別措置法の一部を改正す

る法律が可決された。これにより，振興

開発計画（５か年計画）は，内容が改定

されて，振興開発計画（改定10か年計画）

となり，同年６月13日に決定された。

（3） 新奄美群島振興開発計画（昭和59

～63年度）

奄美群島に対しては，昭和29年以来国

の特別措置に基づく振興・復興・振興開

発の事業を進めてきたことにより，交通

基盤及び生活環境の整備や産業の振興が

図られるなど，社会経済の各般にわたり

相応の成果を上げてきた。

しかし，我が国の社会経済の発展の中

にあって，群島をめぐる諸条件は依然と

して厳しく，住民の所得水準，公共施設

の整備水準等において，本土との間にな

お格差が存在し，いまだその後進性を克

服するに至らなかった。

他方，奄美群島は，広大な海域にまた

がって，亜熱帯地域に位置しているなど，

恵まれた地理的・自然的特性を有してい

たことから，隣接する沖縄県との連携を

考慮しつつ，引き続き積極的な振興開発

を進めることにより，その発展可能性を

最大限に生かし，自立的発展の基盤の確

立を図ることが重要であり，このことは

我が国経済の発展と国民福祉の向上にと

って極めて有益であった。

これらの事情に鑑み，奄美群島の特性

と発展可能性を生かし，居住環境の整備

と産業の振興を進め，本土との諸格差を

是正し，豊かでぬくもりに満ちた地域社

会を実現するとともに，併せて，我が国

経済の発展と国民福祉の向上に寄与する

ことを目標に，昭和59年３月31日奄美群

島振興開発特別措置法の一部を改正する

法律が可決された。

これにより，新たな振興開発計画（昭

和59年度から63年度までの５か年計画）

が，同年６月13日に決定された。

（4） 新奄美群島振興開発計画（改定10

か年計画）（昭和59～平成５年度）

新振興開発計画に基づく事業は，奄美

群島の特性と発展可能性を生かし自立的

発展の確立を図るため，我が国経済の発

展と国民福祉の向上に寄与することを目

33



指して実施され，相応の成果を上げてき

た。

しかし，奄美群島が地理的・自然的に

極めて厳しい条件の下に置かれているた

め，昭和63年度末においても，本土との

間にいまだ格差が残され，解決すべき多

くの課題を抱えていた。

このため，奄美群島の亜熱帯性・海洋

性の自然的特性を生かし，積極的な産業

の振興と社会開発を進め，引き続き自立

的発展を可能とする基礎条件を整備する

ことにより，本土との諸格差を是正し，

活力に満ちたこころ豊かな地域社会を形

成することを目標に，平成元年３月31日

奄美群島振興開発特別措置法の一部を改

正する法律が可決された。これにより，

新振興開発計画（５か年計画）は，内容

が改定され，新振興開発計画（改定10か

年計画）となり，同年６月28日に決定さ

れた。

改定10か年計画においては，次の基本

的な方向に沿って，振興開発を進めるこ

ととなった。

ア 特性を生かした産業の振興

イ 快適で住みよい生活環境の確保

ウ 均衡のとれた地域社会の発展

（5） 第三次奄美群島振興開発計画（平

成６～10年度）

奄美群島は，昭和28年の日本復帰以来，

国の特別措置に基づく諸施策が講じられ

た結果，各般にわたり相応の成果をあげ

てきた。

しかし，奄美群島は，本土から遠く隔

絶した外海離島，台風常襲地帯という厳

しい地理的，自然的条件下にあるため，

本土との間にいまだ所得をはじめとする

諸格差が残されており，また，若年層を

中心とする人口の流出や高齢化が進み，

活力ある地域社会を維持する上で多くの

課題を抱えていた。

一方，奄美群島は，広大な海域にまた

がって亜熱帯に位置するなど恵まれた地

理的・自然的特性を有しており，これら

の地域特性を生かした新たな産業振興に

よる島興しの気運が高まりつつあった。

このため，これまでの奄美群島振興開

発の成果を踏まえて，新たな計画を策定

し，引き続き産業基盤，交通基盤，生活

環境等の社会資本整備を進めるとともに，

園芸農業や養殖業，観光・リゾート等の

産業振興など，その発展可能性を生かし

た特色ある個性豊かな島づくりを進める

一方，医療の確保，交通の確保，高齢者

の福祉の増進，教育の充実等の各般にわ

たる総合的な事業を実施していく必要が

あった。

このようななかで，平成６年３月31日

奄美群島振興開発特別措置法の一部を改

正する法律が可決された。

これにより，第三次振興開発計画（平

成６年度から10年度までの５か年計画）

が同年６月24日に決定された。

この計画においては，次の基本的方針

に沿って，振興開発を進めることとなっ

た。

ア 特性を生かした産業の振興

イ 快適で住みよい生活環境の確保

ウ 個性豊かな地域社会の発展

（6） 第三次奄美群島振興開発計画（改

定10か年計画）（平成６～15年度）

第三次振興開発計画に基づく事業は，

奄美群島の特性と発展可能性を生かし，

産業の振興と社会資本の整備を図り，群

島内外との交流・連携を進め，本土との

諸格差を是正しつつ，自立的発展の基礎

条件を整備することにより，住民が希望

をもって定住することができ，充実した

人生を送ることのできる地域社会を実現
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するとともに，併せて，我が国経済の発

展と国民福祉の向上に寄与することを目

指して実施された結果，各般にわたり相

応の成果を上げてきた。

しかし，奄美群島をめぐる諸条件は依

然として厳しく，なお，本土との間に格

差が残され，また，若年層を中心とする

人口の流出や高齢化が進み，活力ある地

域社会を維持する上で多くの課題を抱え

ていた。

このため，これらの課題の解決を図り，

特有の農林水産資源，観光資源等を開発

及び活用することにより，その特性に応

じた振興開発を推進していくため，平成

11年３月31日奄美群島振興開発特別措置

法の一部を改正する法律が制定され，第

三次奄美群島振興開発計画（改定10か年

計画／平成６～15年度）が平成11年６月1

5日に決定された。

この計画においては，次の基本的方針

に沿って，振興開発を進めることとなっ

た。

ア 特性を生かした産業の振興

イ 群島内外との交流連携の促進

ウ 快適で住みよい環境の確保

エ 個性豊かな地域社会の発展

（7） 奄美群島振興開発計画（平成16～

20年度）

奄美群島においては，自立的に発展す

るための基礎条件を整備することを目的

に，各般の事業が実施されてきた結果，

交通基盤，産業基盤，生活環境などの社

会資本の整備が着実に進むなど大きな成

果を上げてきた。

しかし，外海離島という特有の地理的

条件や台風常襲地帯等の厳しい自然条件

下にあって，本土との間に所得水準をは

じめとする経済面・生活面での諸格差が

いまだ残されており，さらに，高齢化の

進行や若年層を中心とした人口の流出な

ど，活力ある地域社会を維持する上で多

くの課題を抱えていた。

このため，これらの課題の解決を図り，

奄美群島の豊かな自然や個性的な伝統・

文化，癒し・長寿の島など，他の地域に

はない魅力と資源を活用することにより，

群島の自立的発展に向けて，その特性に

応じた振興開発を推進していくため，平

成16年３月31日，奄美群島振興開発特別

措置法の一部を改正する法律が制定され，

奄美群島振興開発計画（平成16年度から

20年度までの５か年計画）を同16年８月1

6日に決定した。

この計画においては，次の基本的な方

向に沿って，振興開発を進めることとな

った。

ア 地域の特性を生かした産業の展開

イ 豊かな自然と個性的な文化を生か

した観光の展開

ウ 人と自然が共生する地域づくり

エ やすらぎとうるおいのある生活空

間づくり

オ 群島内外との交流ネットワークの

形成

（8） 奄美群島振興開発計画（平成21～

25年度）

奄美群島においては，各般にわたる事

業が実施され，交通基盤，産業基盤，生

活環境など社会資本の整備や産業の振興，

人材育成等において，相応の成果をあげ

てきており，地元の主体的な産業振興の

取組など自立的発展の動きが現れてきた。

しかし，本土から遠隔の外海離島とい

う地理的条件，台風常襲地帯であるなど

の厳しい自然条件下にあって，本土との

所得水準をはじめとする経済面における

諸格差や人口の流出など，解決すべき課

題が残されていた。
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一方，奄美群島は，豊かな自然，世界

的にも貴重な動植物，個性的な伝統・文

化，健康・長寿・癒しに関する資源など

他の地域にはない魅力と特性に恵まれて

おり，これらを活用することにより，個

性ある地域として大きく発展する可能性

を秘めている。さらに，良質な食料の安

定供給に貢献するとともに，国境離島と

して，領土・領海・排他的経済水域の保

全等重要な国家的国民的役割を果たして

きた。

このため，奄美群島においては，必要

な交通基盤や産業基盤，情報通信環境の

整備を引き続き進めるとともに，群島住

民の主体的で自発的な取組を進め，群島

の自立的発展を実現することが必要とさ

れていた。

このようななかで，平成21年３月31日，

奄美群島振興開発特別措置法の一部を改

正する法律が制定され，奄美群島振興開

発計画（平成21年度から25年度までの５

か年計画）を同21年10月７日に決定した。

この計画においては，次の基本的な方

向に沿って，振興開発を推進することと

した。

ア 地域の特性を生かした産業の展開

イ 豊かな自然と個性的な文化を生か

した観光の展開

ウ 世界自然遺産登録を視野に入れた

人と自然が共生する地域づくり

エ やすらぎとうるおいのある生活空

間づくり

オ 群島内外との交流ネットワークの

形成

（9）奄美群島振興開発計画（平成26～30

年度）

奄美群島においては，各般にわたる事

業が実施され，交通基盤，産業基盤，生

活環境などの社会資本の整備が着実に進

むなど相応の成果をあげてきた。

しかし，本土から遠隔の外海離島とい

う地理的条件，台風常襲地帯であるなど

の厳しい自然条件下にあって，本土との

所得水準をはじめとする経済面における

諸格差や人口減少など，解決すべき課題

が残されていた。

一方，奄美は世界自然遺産の推薦地で

あり，固有種や希少種など貴重な動植物

の宝庫であるとともに，亜熱帯性・海洋

性の豊かな自然，多様で個性的な伝統文

化，安心して子どもを産み育てることが

できる環境，長寿・癒しに関する資源な

ど，他の地域にはない魅力と特性に恵ま

れている。

このため，奄美群島においては，その

優位性を生かしながら，本土との格差是

正や人口減少等の課題解決と自立的で持

続可能な発展に向けて，地域自らの責任

のもと主体的に施策を実施することが必

要とされていた。

このようななかで，平成26年３月31日，

奄美群島振興開発特別措置法の一部を改

正する法律が制定され，奄美群島振興開

発計画（平成26年度から30年度までの５

か年計画）を同26年５月15日に決定した。

この計画においては，次の基本的方針

に沿って，振興開発を推進することとし，

新たに創設された奄美群島振興交付金を

活用し，ソフト面を中心に，自らの責任

で地域の裁量に基づく施策を展開した。

ア 地域主体の取組の推進

イ 定住を促進するための方策

ウ 交流拡大のための方策

エ 奄美群島が抱える条件不利性の改

善

オ 群島の生活基盤の確保・充実

（10）奄美群島振興開発計画（令和元～

５年度）
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奄美群島においては，各般にわたる事

業が実施され，交通基盤，産業基盤，生

活環境などの社会資本の整備が着実に図

られてきた。

また，平成26年度からは，新たに創設

された奄美群島振興交付金を活用し，地

域の自主性に基づく柔軟かつ迅速な取組

が進められてきている。

しかし，遠隔の外海に８つの島々で構

成されているという地理的条件，台風や

集中豪雨などによる災害が多発する厳し

い自然条件下にあり，本土との間に所得

水準や物価をはじめとする経済面の格差

が未だ存在していた。

一方，奄美群島は，国境離島として，

そこに人が居住していることにより，領

海等の保全等に関する活動の拠点として

国家的な役割を担っている。

さらに，亜熱帯性の豊かな自然，世界

に類を見ない貴重な野生生物など，魅力

ある自然特性，島や集落ごとに異なる個

性的で多様な伝統・文化を有しており，

これらを保全，継承し，活用することに

より，国民に癒しの空間を提供するとい

う国民的役割も担っている。

このため，奄美群島が置かれている厳

しい条件を克服しながら，持続可能な自

立的発展を目ざすためには，引き続き，

社会資本の整備を図るとともに，防災対

策，老朽化対策，外国からの観光客を意

識した環境整備が必要とされていた。

このようななかで，平成31年３月31日，

奄美群島振興開発特別措置法の一部を改

正する法律が制定され，奄美群島振興開

発計画（令和元年度から５年度までの５

か年計画）を令和元年５月31日に決定し

た。

この計画においては，奄美群島の自立

的発展を図るために必要な交流人口の拡

大や産業振興，定住促進に向けた好循環

の形成に向け，次の基本的方針に沿って，

振興開発を推進した。

ア 定住を促進するための方策

イ 世界自然遺産登録などを生かした交

流拡大のための方策

ウ 滞在型・着地型観光を促進するため

の方策

エ 奄美群島が抱える条件不利性の改善

オ 奄美群島の生活基盤の確保・充実

カ 地域主体の取組の促進
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年　度 法　　律
昭和28年12月25日　奄美群島日本復帰
昭和29 奄美群島復興特別措置法（制定） 奄美群島復興計画（５か年計画）

30
31
32
33 （延長） （10か年計画に改定）
34
35
36
37
38
39 奄美群島振興特別措置法（改称・延長） 奄美群島振興計画（５か年計画）
40
41
42
43
44 （延長） （10か年計画に改定）
45
46
47
48
49 奄美群島振興開発特別措置法（改称・延長） 奄美群島振興開発計画（５か年計画）
50
51
52
53
54 （５年間延長） （10か年計画に改定）
55
56
57
58
59 （５年間延長） 新奄美群島振興開発計画（５か年計画）
60
61
62
63

平成元 （５年間延長） （10か年計画に改定）
2
3
4
5
6 （５年間延長） 第３次奄美群島振興開発計画（５か年計画）
7
8
9

10
11 （５年間延長） （10か年計画に改定）
12
13
14
15
16 （５年間延長） 奄美群島振興開発計画（５か年計画）
17
18
19
20
21 （５年間延長） 奄美群島振興開発計画（５か年計画）
22
23
24
25
26 （５年間延長） 奄美群島振興開発計画（５か年計画）
27
28
29
30

令和元 （５年間延長） 奄美群島振興開発計画（５か年計画）
2
3
4
5

　昭和29年６月21日奄美群島復興特別措置法（昭和29年法律第189号）として制定され，おおむね
５か年ごとに改正延長され，現在に至っている。

奄美群島における特別措置法の変遷
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第２節 奄美群島振興開発の成果

奄美群島振興開発事業を評価するに当

たって，今までの約70年間を，復興・振

興計画期間の20年と振興開発・新振興開

発・第三次振興開発計画期間の30年，そ

して平成16年から25年度までの10年，奄

美群島振興交付金が創設された平成26年

から現在までの振興開発の計画期間に区

分して成果を取りまとめた。

１ 復興・振興計画期間（昭和29 ～昭和

48年度：20年間）の成果

（1） 復興・振興事業の意義

奄美群島は，昭和21年２月に日本から

行政分離され，８年間の米国軍政府の統

治の後に，昭和28年12月に日本へ復帰し

た。

行政分離後は，本土との交易の途は断

たれ，本土政府からの補助も途切れたた

め，戦災の復興は進まず，相次ぐ災害等

と相まって群島の経済情勢は悪化してお

り，さらにインフラの整備も手つかずの

状況であったことから，復帰後の奄美群

島の復興事業はまさにゼロからのスター

トであったといえよう。

昭和29年から始まった復興事業におい

ては，「奄美群島住民の生活水準をおおむ

ね戦前（昭和９年～11年）の本土並びに

引き上げるため」に必要な産業，文化の

復興と公共施設の整備・充実を図ること

を目標として実施され，引き続き実施さ

れた振興事業では，「復興事業を補完する

とともに，主要産業の育成復興を重点と

して群島の経済自立を促進し，住民の生

活水準をおおむね本県本土の水準に近づ

ける」ことを目標として諸施策が推進さ

れた。

（2） 復興・振興事業の成果

復興・振興事業では，まず生活に密着

した道路，港湾，保健施設，学校，水道，

電気など基礎的な公共施設等の急速な整

備に重点が置かれた。

道路については，交通不能区間の解消

を目的として，道路の新設や改良及び舗

装が推進された結果，自動車通行不能率

も40.7％（昭和28年）から2.4％（昭和48

年）に改善され，従来，船でしか往来で

きなかった大和村，宇検村等との地区も

陸上交通が可能となった。

港湾については，群島経済の発展とと

もに海上交通の輸送量は増大し，船舶も

大型化したため港湾整備が図られ，名瀬

港10,000t，亀徳港及び和泊港各3,000t，

湾港及び茶花港各2,000tの船舶の接岸が

可能となった。

空港については，喜界空港，徳之島空

港，奄美空港，沖永良部空港が開設され

たほか，徳之島空港については滑走路が

延長整備された。

保健医療については，県立大島病院が

整備されたほか，保健所の新設，診療所

の設置により保健衛生指導が向上し無医

地区はかなり解消されるとともに，ハブ

対策の事業が始まった。

文教施設については，小・中学校校舎

が急速に整備されるとともに，屋内運動

場，教員住宅等の整備も図られた。

水道については，上水道や簡易水道が

設置され，普及率についても復帰当時の

1.7％から90.7％までに向上した。また，

電気についても復帰当時40％の点灯率が，

昭和48年には99.6％までに向上した。

農業の振興を図るため，土地改良事業

が推進されるとともに，農業振興上大き

な障害となっていたミカンコミバエの防

除が開始され，農業総生産額も昭和29年

の32億円から昭和48年には109億円に向上

した。

大島紬については，大島紬センター，

紬織工養成所，染色共同作業場が次々に

整備され，大島紬生産額も大きく伸びた。
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■産業振興

・農業振興（土地改良，糖業振興，畜産

振興，亜熱帯果樹等振興，養蚕業・協

同組合振興，農業試験場・養蚕試験場

など試験研究の強化，農業経営指導）

・新式大型分みつ糖工場の復興事業融資

による設置

・農村振興センター（与論町），農業総合

センターの設置（天城町）

・特殊病害虫ミカンコミバエの防除対策

の実施

・林業振興（造林・林道，林業小型機械，

索道，しいたけ類生産，木材加工場及

び製缶，熱帯植物育成，育苗施設，木

炭奨励，公有林整備，林業指導所 な

ど）

・水産業振興（漁船装備等改善，魚礁，

築磯，蓄養施設，共同利用施設，漁船

保全施設，漁船建造，共同加工場，製

氷冷蔵貯氷庫施設，漁網改善，水産試

験場 など）

・大島紬振興（地糸共同染工場，織物共

同作業場，紬検査場，紬織工締工養成

所，撚糸工場，染色検査場，紬製織モ

デル工場，紬加工場，染色共同作業所，

大島紬センター など）

・観光開発（海底公園センター，グラス

ボート，鍾乳洞公園センターなど）

■産業基盤整備

・道路整備（道路の交通不能区間40％の

解消，道路新設・改良，バス・トラッ

クの購入 など）

・港湾整備（１島１港の基幹港湾の整備

・機能拡大，名瀬港10,000t級，古仁屋

港，亀徳港，和泊港各3,000t級，湾港，

平土野港及び茶花港各2,000t級 など）

・空港整備（喜界空港，奄美空港，徳之

島空港，沖永良部空港供用開始）

・船舶整備（鉄鋼船建造17隻，はしけ建

造13隻など）など

■社会基盤整備

・土地区画整理（名瀬市，古仁屋地区，

平土野地区）

・電力整備（電源開発，電気導入）

・水道整備（上水道，簡易水道）

・保健衛生施設整備（県立大島病院，名

瀬保健所，徳之島保健所，診療所，伝

染病棟，火葬施設，診療船，清掃施設，

ハブ対策，老人ホーム，保育所，母子

寮，老人福祉会館 など）

・住宅整備（公営住宅，農村改良住宅，

農村住宅改善）

・文教施設整備（小中学校整備，高等学

校整備，教員住宅，社会教育振興）な

ど

（写真）喜界空港

■防災及び国土保全

・河川整備（港川など２級河川37，普通

河川13）

・砂防（砂防，地すべり，急傾斜など58

箇所）

・海岸整備（志戸勘海岸など55箇所）

・治山事業（防潮林，海岸砂地造林，防

風林，治山施設など59地区）など
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２ 奄美群島振興開発・新振興開発・第三

次振興開発計画期間（昭和49～平成15年

度：30年間）の成果

（1） 振興開発事業の意義

復興及び振興計画に基づく各般の事業

の実施により奄美群島の生活基盤の整備

と主要産業の振興が図られてきたが，奄

美群島を取り巻く諸条件は依然として厳

しく，住民の生活水準は，なお，本土と

の間において，相当の格差が見られた。

このため，昭和49年度から平成15年度

の復帰50周年に至る振興開発事業におい

ては「国土の均衡ある発展と地域の特性

に応じた開発を推進するためにも，奄美

群島の特性と発展可能性を生かし，積極

的な社会開発と産業振興を進める」こと

を目標とするとともに，昭和47年に日本

に復帰した沖縄との均衡も考慮して，諸

施策が推進されてきた。

（2） 振興開発事業の成果

振興開発事業の積極的な取組の結果，

道路の国県道改良率は，昭和55年の18.5

％から平成15年には73.6％へと向上し，

舗装率についても昭和55年の48.2％から

平成15年には99.6％へと向上した。また，

港湾についても各島に大型の定期船が接

岸可能な岸壁の整備が図られるとともに，

奄美空港・徳之島空港についてはジェッ

ト機が離発着可能な空港として整備され，

他の空港についてもそれぞれの島の玄関

口としての整備が図られた。

交通基盤のほか農林水産業等の産業基

盤及び上下水道，保健医療・福祉施設，

学校施設等の生活・教育基盤についても

それぞれ整備が進み，これらの社会資本

の本土との格差は大きく改善されてきた。

特に，ほ場整備率については，昭和48

年の7.4％から平成15年には67.0％に向上

するとともに水道についても昭和48年の

90.7％から平成15年には98.5％に向上す

るなど整備水準は向上してきた。

また，昭和48年の事業開始前には奄美

群島において視聴不能であった民間テレ

ビについては，中継局の整備により難視

聴地区はほぼ解消されるとともに，ミカ
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ンコミバエやウリミバエも根絶されるな

ど，復興事業，振興事業とそれに引き続

く振興開発事業の成果が顕著に表れてき

ている。

分野別の振興開発の主な成果を列挙す

ると，次のとおりである。

■産業振興

・農業の振興に不可欠な農業用水の確保

（徳之島神嶺ダム，伊仙中部ダム，須

野ダム，喜界地下ダムなど）

・農業の担い手等の確保・育成を図る営

農支援センターの整備

・特殊病害虫のミカンコミバエ，ウリミ

バエの根絶

・さとうきびなどの農作業の機械化

・流通の合理化を図る集出荷施設やフリ

ーザーコンテナ等の整備

・奄美農業の技術研究開発の拠点の整備

（農業試験場大島支場及び徳之島支場）

・周辺海域の豊かな資源を生かした漁船

漁業の基地（古仁屋漁港など）や浮魚

礁等の整備

・多種多様な農林水産物を利用した特産

品づくりの場として活用される島おこ

し産業開発拠点の整備（せとうち物産

館，住用村木工工芸センターなど）

・本場奄美大島紬産業の拠点施設や試験

研究・技術移転機能を担う施設の整備

（本場奄美大島紬会館，大島紬技術指

導センター）

・群島観光の拠点施設の整備（与論町サ

ザンクロスセンター，名瀬市奄美海洋

展示館，龍郷町奄美自然観察の森，大

和村奄美フォレストポリス，住用村黒

潮の森マングローブパーク，奄美パー

ク，天城クロスカントリーパーク）な

ど

（写真）昭和55年徳之島空港にジェット

機就航

■交通・通信基盤

・外海離島の遠隔性緩和の最も有効な手

段である空港の整備（奄美空港及び徳

之島空港のジェット化など）

・離島間等を結ぶ路線へのサーブ機（36

席）の就航

・離島住民の産業経済，生活を支える物

流拠点としての港湾の整備（名瀬港を

はじめとする各島の定期船寄港港湾）

・産業・経済発展要因の根幹をなす道路

網の整備（国道58号の本茶バイパス，

三太郎バイパス，朝戸バイパス，地頭

峠バイパス，和瀬バイパスの開通，主

要地方道伊仙天城線の秋利神大橋，天

城大橋の完成 など）

・道路改良率の向上など

・奄美群島の情報化を促進する情報通信

基盤の整備（民間テレビ中継局，地域

イントラネット基盤施設 など）など

■生活環境

・奄美群島の中核的医療機関の整備（県

立大島病院）

・医療レベルの格差を緩和する医療情報

システムの整備（県立大島病院等と離

島へき地診療所等とのネットワーク化）

・奄美群島の文化振興の拠点の整備（奄

美振興会館，徳之島町文化会館，おき

えらぶ文化ホールあしびの郷・ちな

など）

・生活用水の安定確保と水質改善を図る

水道水源開発など施設の整備（与論町

海水淡水化施設）

・安全・快適な生活環境の確保，農業用

用排水及び公共用水域の水質保全を図

る公共下水道等の整備（名瀬市ほか４

町公共下水道，名瀬市ほか６町村農業

集落排水 など）

・快適な生活環境の保全を図る廃棄物処

理施設の整備（大島地区衛生組合・喜
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界町・沖永良部衛生管理組合クリーン

センター など）

・奄美群島の固有種の調査研究等の拠点

施設の整備（奄美野生生物保護センタ

ー）

・離島・へき地教育の充実を図るテレビ

会議システムの整備など

このような社会資本の整備に伴い，住

民の生活水準は向上しており，また，薬

草やさとうきび，自然海塩などの奄美の

資源を生かした起業の展開も図られるほ

か，市町村，奄美群島広域事務組合，奄

美群島振興開発基金等の支援による地域

づくりの機運が盛り上がるなど，社会経

済の各般にわたり大きな成果を上げてき

た。
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３ 奄美群島振興開発計画期間（奄美群島

振興交付金創設前）（平成16年度～平成25

年度：10年間）の成果

（1）振興開発事業の意義

数次の法改正に基づいて，自立的に発

展していくための基礎条件を整備するこ

となどを目的に，各般にわたる事業が実

施され，交通基盤，産業基盤，生活環境

など社会資本の整備，産業の振興，人材

育成等において，相応の成果を上げてき

ており，自立的発展の動き，芽生えが現

れてきている。

さらに，従来からの地域としての可能

性に，良質な食料の安定供給に貢献する

とともに，国境離島として領土・領海・

排他的経済水域の保全，治安の維持，海

上交通の安全の確保，海洋資源の開発・

利用，海洋環境の保全等において，重要

な国家的・国民的役割が追加された。

平成15年には，復帰から50年を迎え，

群島の条件不利性に伴う，諸課題の解決

を図るとともに，地域の特性に応じた振

興開発を推進するため「人と自然が織り

なす癒やしの島・奄美の創造」による群

島の自立的発展及び豊かな住民生活の実

現を目標として，それぞれの島ごとの特

性に応じた振興開発を図ることとされた。

また，新たな就業の促進に関する施策

や，群島民や関係機関との幅広い協働に

よる地域づくりの施策等を盛り込むとと

もに，施策・事業の効果を評価するため

の数値目標を設定した。

（2） 振興開発事業の成果

振興開発事業の積極的な取組の結果，

道路等の交通基盤，農林水産業等の産業

基盤，上下水道，保健医療・福祉施設，

学校施設等の生活・教育基盤の整備は進

み，これら社会資本の本土との格差は大

きく改善されてきている。

なかでも，水道普及率は98.8％，国県

道改良率も81.3％と国・県の平均とほぼ

同水準に達するほか，畑地かんがい整備

率やほ場整備等の整備水準などについて

も相応の水準に達するなど，振興開発事

業の成果が顕著に表れてきている。

しかし，汚水処理人口普及率，市町村

道舗装率，小中学校校舎整備率等の市町

村事業に基づく一部の事業については国

・県の水準に至っていないものも見受け

られる。

一方，これらの自立的発展を支える基

礎条件の改善に伴い，奄美の特性を生か

した情報通信や農業振興に資する産業の

振興や特色ある観光関連の拠点施設をは

じめとする観光の振興や各種の人材育成

等において，地元を中心とした自立的発

展に向けた動きなどが現れてきている。

■地域の特性を生かした産業の展開

・新規就農者の確保（営農支援センター

など研修施設の整備，活用により，着

実に新規就農者を確保）

・営農ハウス及び平張施設の整備（防風

・防虫効果による花きの品質向上及び

生産安定）

・流通の合理化を図る集出荷施設やフリ

ーザーコンテナ等の整備

・プレミアムマンゴーのブランド化への

取組

・アリモドキゾウムシ，カンキツグリー

ニング病の防除対策

・さとうきびなどの農作業の機械化

・徳之島中央家畜市場，奄美市果樹選果

場，奄美市公設地方卸売市場，徳之島

食肉加工センター，えらぶ特産品加工

場 など

・農業用水の確保（喜界地下ダム，国営

徳之島ダムの盛立完了，沖永良部島の

地下ダム着工など）

・クロマグロ，クルマエビ，藻類等の養

殖生産（特にクロマグロについては日
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本有数の生産地として成長）

・周辺海域の豊かな資源を生かした漁船

漁業の基地や浮魚礁等の整備

・情報通信産業のインキュベート施設「奄

美市ＩＣＴプラザかさり」の整備

・農林水産資源活用型産業，情報関連サ

ービス産業，高付加価値小型部品製造

業，繊維関連産業などの企業立地によ

る雇用の拡大

・新たなチップ工場の稼働による木材生

産の活発化 など

■豊かな自然と個性的な文化を生かした

観光の展開

・観光の拠点となる施設の整備（タラソ

おきのえらぶ，和泊町えらぶ長浜館，

奄美市タラソ奄美の竜宮，せとうち海

の駅，西郷南州館，ゆんぬ体験館，徳

之島なくさみ館 など）

・スポーツ合宿の誘致（陸上競技を中心

に積極的に誘致し，県内一の合宿地）

・あまみシマ博覧会の開催（多彩な体験

プログラムを企画提供するイベント）

・オランダ国籍の大型クルーズ船「ザー

ンダム」の寄港（名瀬港）

・奄美ミュージアム推進事業による人材

育成（奄美自然・文化インストラクタ

ー養成塾の受講生は，約1,800人）

・グリーン・ツーリズム推進組織の整備

（新規整備１町，既整備２町村）

・かごしま地産地消推進店の登録（奄美

群島のべ52店舗登録）

・体験交流イベントの開催（大都市で奄

美の魅力ある自然や文化，特産品等を

ＰＲ）

・（社）奄美群島観光物産協会における観

光と物産の一元的情報発信

・観光従事者等に対する地域文化の理解

促進と観光客の受入体制の整備（ガイ

ドマナー講座等開催や島コーディネー

タＯＪＴ人材育成研修の実施）など

■人と自然が共生する地域づくり

・世界自然遺産登録に向けた取組（関係

者のネットワークによる協議・連携等）

・サンゴ礁の保全（オニヒトデの駆除，

サンゴ着生試験の実施）

・希少野生生物の保護（地元自然保護団

体との希少野生動植物の保護に関する協

定の締結，盗採対策，ロードキル対策，

ノヤギ及び外来種のマングース等の防除，

アマミノクロウサギ観察小屋の整備）

・徳之島３町による「希少野生動植物保

護に関する条例」の施行

・下水道や浄化槽等の生活排水処理施設

及び廃棄物処理施設の整備

・水道水の安定供給（大和ダムの完成に

伴う簡易水道事業の統合）など

■やすらぎとうるおいのある生活空間づ

くり

・奄美島唄保存伝承事業の実施（地域の

伝統文化の伝承やまちづくり，全国へ

の奄美の魅力の発信等への活用）

・長寿食材の活用（長寿食材を活用した

メニュー開発による健康づくりの推進）

・県立奄美図書館の整備

・医療従事者の確保対策の推進（自治医

科大学卒業医師のへき地診療所への常

勤，「ドクターバンクかごしま」による

医師の斡旋等）など

■群島内外との交流ネットワークの形成

・奄美・沖縄航路における新造船（３隻）

の就航

・奄美大島－福岡線の就航，Ｑ400与論～

鹿児島便就航

・道路網の整備（和光バイパス，志戸勘

バイパス，湯湾工区）観光交流促進，

アクセス向上，災害に強い道づくりの

推進 など

・ブロードバンド基盤の整備（ＡＤＳＬ
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は群島全域において整備済。超高速通

信網（光ファイバ）は６町は全域で，

２市町は一部地域で整備済。）

・携帯電話基地局の整備（自治体で11局

を整備）

・地上デジタル放送移行への対応（全27

中継局を整備済），辺地共聴施設の受信

対策（全61施設を改修等済），「新たな

難視」世帯への受信対策

・コミュニティ放送局の開局（あまみＦ

Ｍ，ＦＭうけん，ＦＭせとうち）

・奄美群島ＵＩＯターン支援協議会（平

成23年設立）による一元的な情報発信

及び受け皿態勢の構築 など

このように，奄美群島振興開発計画に

基づく諸施策の推進により，自立的発展

に向けた様々な成果が現れており，奄美

群島は，その有する地域特性を十分に生

かし，群島住民の創意と工夫に根ざした

主体的な取組により，個性ある地域とし

て発展する可能性を秘めている。

４ 奄美群島振興開発計画期間（奄美群島

振興交付金創設後）（平成26年度以降）の

成果

（1） 振興開発事業の意義

奄美群島は，我が国の領域保全，海洋

資源の利用，多様な文化の継承，自然環

境の保全，自然とふれあいの場及び機会

の提供，食料の安定的な供給その他の我

が国及び国民の保護及び増進に重要な役

割を担っている一方で，人口減少や高齢

化が進み，地域の活力低下が懸念された。

こうしたなか，奄美群島の地理的及び

自然的特性を生かし，その魅力を増進す

ることを基本理念として，定住促進，交

流拡大，条件不利性の改善，生活基盤の

確保・充実，地域主体の取組に係る施策

の展開を図ることとされた。

また，施策・事業の効果を評価するた

めの数値目標の設定に当たっては，平成

26年度に創設された奄美群島振興交付金

を活用したソフト事業や地元市町村が作

成した「奄美群島成長戦略ビジョン」，産

業振興促進計画に基づく事業等の効果を

評価するための指標を追加した。

（2） 振興開発事業の成果

振興開発事業の結果，本土との格差が

更に縮まっており，なかでも，平成28年

度には民間テレビの難視聴地域がなくな

るなど，本土との格差の解消が図られて

いる面もある。

しかし，汚水処理人口普及率，市町村

道舗装率，小中学校校舎整備率等の市町

村事業に基づく一部の事業については国

・県の水準に至っていないものも見受け

られる。

一方，平成26年４月の「奄美群島振興

開発特別措置法」の延長に伴い，運賃の

低廉化や輸送コスト支援などの条件不利

性の改善や産業の振興のために地域の裁

量に基づく施策の展開を促進する奄美群

島振興開発交付金が創設され，ソフト施

策を主体とした自立的発展に向けた取組

が進められている。

■定住を促進するための方策

・ＵＩターン支援体制構築事業による移

住体験ツアー・プログラムの実施，移

住交流フェアへの出展，ＵＩターン就

職に関する無料職業紹介事業やＵＩタ

ーンフェアの開催，県外での企業説明

会の開催

・物産展などを活用した奄美黒糖焼酎，

大島紬等の地域産業のＰＲの実施

・在外公館と連携したＰＲ活動及び販路

開拓

・島内産農林水産物などの素材にこだわ

った商品開発

・物産観光展等を活用した商品のブラッ
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シュアップや販路拡大

・徳之島や沖永良部における国営かんが

い排水事業による農業用水の確保

・新規就農者への支援等による担い手の

確保・育成

・６次産業化の促進に係る取組による大

和村における合同会社設立及び新商品

開発・販路開拓

・農業創出緊急支援事業による農業の生

産性向上

・浮魚礁，魚礁，増殖場の整備

・天然広葉樹林を有用広葉樹林へ誘導す

るための保育間伐の実施

・リュウキュウマツ林を針広混交樹林へ

誘導するための更新伐の実施

・離島海底光ファイバー等整備事業によ

る超高速インターネット接続環境の整

備

・光ブロードバンド環境の整備や携帯電

話の不感解消，テレビ・ラジオの難視

聴地域解消

・ＩＣＴを活用するフリーランス等の先

進的知識習得に対する支援 など

■世界自然遺産登録などを生かした交流

拡大のための方策

・「奄美大島，徳之島，沖縄島北部及び西

表島」の世界自然遺産登録

・国立公園等保護地域の保全管理・整備

・サンゴ礁の保全（オニヒトデの駆除，

サンゴ着生試験の実施）

・希少種の保護（パトロールによる盗掘

対策等）

・マングース，ノヤギ等の駆除及びノネ

コ対策の実施

・エコツーリズム推進のための各種研修

の実施等によるエコツアーガイドの認

定・育成

・「奄美群島持続的観光マスタープラン」

に基づく自然環境の保全と利用の両立

を図るための観光客の受入体制の整備

・奄美・やんばる広域圏交流促進事業に

よる沖縄との連携強化 など

（写真）アマミノクロウサギ（特別天然

記念物）

■滞在型・着地型観光を促進するための

方策

・「世界自然遺産 奄美トレイル」のルー

ト設定及び活用の推進

・観光案内標識等の整備

・観光ガイドや奄美群島地域通訳案内士

等の人材の育成・確保

・観光施設等の受入体制の整備

・奄美群島交流需要喚起対策特別事業や

奄美・沖縄連携交流促進事業による航

路・航空路運賃の軽減

・群島内外を結んだ周遊型観光の推進

など

■奄美群島が抱える条件不利性の改善

・奄美群島航空・航路運賃軽減事業によ

る奄美群島の住民等を対象とした航路

・航空路運賃の軽減

・奄美群島農林水産物等輸送コスト支援

事業による群島内で生産された農林水

産物及び加工品を群島外へ移出する際

や移出する農林水産物の原材料等を移

入する際の輸送費の一部支援

・離島の実質的なガソリン小売価格を下

げるための離島ガソリン流通コスト支

援事業の実施

・防災林造成事業による防潮工，植栽工

の実施

・保安林緊急改良事業による防風工や植

栽の実施

・床上浸水対策特別事業による河道拡幅

や掘削，橋梁改築の実施（戸口川・大

美川）

・総合流域防災事業や通常砂防事業によ

る砂防堰堤の整備
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・高潮対策事業による離岸堤や人工リー

フの設置，侵食対策事業による護岸の

整備

・空港整備事業による無線施設，電源施

設の更新及び，滑走路改良

・港湾改修事業による防波堤の整備や岸

壁の改良

・道路整備事業による主要地方道名瀬瀬

戸内線等の整備 など

■奄美群島の生活基盤の確保・充実

・重傷救急患者等の救急搬送体制の強化

のための奄美ドクターヘリの運航開始

・同ドクターヘリのヘリポート，給油施

設等の整備

・はぶ抗毒素の購入やハブ個体群に係る

調査を実施

・天城町における医療センター，保健セ

ンターを併設した防災拠点の整備

・喜界町における防災拠点としての機能

を持ち合わせた学校給食センターであ

る防災食育センターの整備

・国営徳之島用水土地改良事業で整備し

た徳之島ダムの維持管理費軽減等を図

る小水力発電所の運転開始 など

■地域主体の取組の促進

・重点３分野（農業，観光／交流，情報）

を基軸に地元12市町村が連携して平成2

5年２月に策定した奄美群島成長戦略ビ

ジョンを実現するための各種施策の実

施

・奄美群島の持つ「結いの精神」などを

生かした共生・協働による地域社会づ

くりの促進

このように，奄美群島振興開発計画に

基づく諸施策の推進により，自立的発展

に向けた様々な成果が現れており，奄美

群島は，その有する地域特性を十分に生

かし，群島住民の創意と工夫に根ざした

主体的な取組により，個性ある地域とし

て発展する可能性を秘めている。
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第３節 奄美群島振興開発の評価

１ 日本復帰から今日までの施策の評価

(1) 社会資本の整備に対する評価

奄美群島の振興開発については，昭和

28年12月に日本復帰した翌年に復興計画

が策定されて以降，奄美の厳しい地理的，

自然的，歴史的条件等の特殊事情による

不利性を克服するため社会資本の整備に

積極的な諸施策が講じられてきた。

空港，港湾に関しては，群島内外との

交流に関して定時的な運航が可能となっ

てきたことが大きな成果である。

道路の整備については，復帰当時は約

４割の交通不能の状態であったものが，

国県道の改良率は８割，舗装率は10割に

達している。また，トンネルについては

急峻な峠のあい路区間を解消し，緊急輸

送道路としての機能の向上が図られてい

る。

これら交通基盤等の整備により，安全

で円滑な交通の確保が図られるようにな

ってきているが，今後，防災面からの整

備や老朽化対策，世界自然遺産登録によ

る観光客の増加を意識した整備も図る必

要がある。

河川やダム，海岸保全施設についても，

防災機能，国土を保全する事業として評

価されているものの，自然災害による被

害も考慮しながら，ハード・ソフト一体

となった総合的な防災・減災対策を推進

するなど，防災及び国土保全の観点から

の対策を更に進める必要がある。

農業基盤の整備については，ほ場整備

率が７割，農道整備率が８割を超えるな

ど，一定の水準まで整備が進みつつある

が，第１次産業の労働生産性が本県及び

同規模地域の平均より低い状況にあるこ

とから，より高付加価値農業を推進する

ために，今まで整備してきた国営かんが

い排水事業の効果が享受可能となるよう，

関連事業に迅速かつ重点的に投資する必

要がある。

教育施設の整備については，小学校の

校舎整備率が７割，中学校の校舎整備率

が８割，高等学校の校舎整備率が９割を

超えるなど，整備が着実に進み，一定の

成果が見られる。

そのほか，公園，都市計画や廃棄物処

理施設，し尿処理施設などの生活環境の

整備についても，一定の水準まで整備が

進み，群島民の生活水準の向上に貢献し

てきた。

(2) ソフト施策に対する評価

※ここでいうソフト施策とは，奄振非公

共事業（奄美群島振興交付金を活用した

事業等）及び各省庁事業のソフト事業を

含む。

奄美群島振興交付金を活用したソフト

施策については，交流人口の拡大に向け，

平成26年度から，航空路線では奄美～東

京路線，那覇～奄美群島路線等の運賃軽

減や成田，関西と奄美空港を結ぶＬＣＣ

の運賃軽減，航路では鹿児島～奄美群島

間，那覇・本部～奄美群島各島間の運賃

軽減を図ってきた結果，平成28年の入込

客は，平成24年から10万人以上増え，約

77万６千人まで増加したが，新型コロナ

ウイルス感染症拡大の影響により，大き

く減少したところである。

農業の自立的発展に向けても，営農ハ

ウスの整備等の生産基盤強化や付加価値

の高い農業生産の推進等を実施してきて

おり，奄美群島の農業産出額は平成27年

の約308億円から，令和２年は約325億円

と増加傾向にある。

また，群島住民を対象としたアンケー

ト調査の結果，群島民の航路・航空路運

賃の負担軽減を行う事業については満足

度が高い。
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さらに，奄美群島における農林水産物

等の輸送コストの負担軽減を図る事業や

水産物の出荷団体が沖縄本島まで出荷す

る際の輸送コストの一部補助を行う事業

についても満足度が高い。

情報通信環境の整備については，昭和

50年度からスタートした民間テレビの難

視聴地域を解消するための中継局整備が

完了し，奄美群島の難視聴問題が解決し

た。また，奄美市において整備した「奄

美市ＩＣＴプラザかさり」は情報通信産

業の振興を図るための拠点として活用が

図られている。

観光産業においては，持続可能な観光

を推進するため，世界自然遺産登録地な

どの優れた自然環境や，住民が自然と関

わり，相互に影響を与え合いながら形成，

獲得してきた環境文化などの保全を図る

とともに，奄美のブランド化を図りなが

ら，国内外からの誘客施策や一人当たり

観光消費額向上に向けた施策を展開する

必要がある。

農業においては，奄美の自然条件に鑑

み，付加価値の高い農業生産等の推進や

災害に強い農業施設の整備が必要である。

また，ソフト施策については，アンケ

ート調査の結果，満足度の低かった収益

性の高い仕事の創出や雇用拡大に関する

施策，輸送コストの軽減施策の継続・拡

充，さらに，人口減少，少子・高齢化と

いった問題に対応した人材の確保・育成

に関する施策が求められている。
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２ 現行計画の数値目標の評価（令和４

年10月時点）

現行計画に掲げている令和５年度を目

標年度とする20指標に係る19の数値目標

について，現時点で目標を達成している

ものが４件，目標達成率が80％以上が９

件となっている。

現行奄振計画（令和元年度～令和５年度）数値目標

達成状況

■　定住を促進するための方策に係る指標

◆　重点三分野に係る人口関連指標

○　農業

1 H30年3月 1,582 R3年3月 1,658 1,600 103.6% 

2 H28年度 36,942 R2年度 32,485 40,636 79.9% 

○　観光業

3 H29年 775 R元年※2 917 1,000 91.7% 

○　情報通信業

4 H28年 104

H28年
(R5.3月
にR3分公
表予定)

104 129 80.6% 

5 H28年 17

H28年
(R5.3月
にR3分公
表予定)

17 22 77.3% 

6 海面漁業の生産額（百万円）※3
H25～H27
の平均値

10,169 H30年 1,450 10,381 14.0% 

7 林業生産額（百万円） H28年度 330 R2年 398 330 120.6% 

8 製造品出荷額（百万円） H27年 20,312 R元年 21,029 21,328 98.6% 

9 企業立地【操業開始件数】（件） H30.3 21 R4.9 25 26 96.2% 

10 企業立地【雇用者数】（人） H30.3 579 R4.9 592 609 97.2% 

11 H29年 62 R4.4 147 160 91.9% 

12 クルーズ船入港【入港数】（隻） H30年 25 R元年※2 27 40 67.5% 

13 クルーズ船入港【乗客数】（人） H30年 24,077 R元年※2 19,014 38,523 49.4% 

14 H29年 775 R元年※2 917 1,000 91.7% 

15 H29年度 1,047 R元年度※2 1,143 1,235 92.6% 

16 H29年度 325 R元年度※2 263 338 77.8% 

17 H29年度末 75.1 R3年度末 78.7 88.0 89.4% 

18 H28.12 187.8 R2.12 180.3 203.0 88.8% 

■　奄美群島の振興開発に係る総合的な指標

19 H27年 322,597 R元年 352,254 334,123 105.4% 

20 H30.1.1 111,469 R4.1.1 106,463 103,558 102.8% 

※1 上の表は，R4.10月時点で直近の実績ベースの奄振計画数値目標の達成状況を表したもの。

※2 3,12～16の指標については，新型コロナの影響を受ける前のR元年の数値を直近の実績として使用。

※3 6と19の指標については，数値目標の算定基礎とした数値と直近実績の数値では推計方法等が異なるため単純比較はできない。

総人口（人）

■　世界自然遺産登録などを生かした交流
　　拡大のための方策に係る指標

■　滞在型・着地型観光を促進するための方策
    に係る指標

■　奄美群島が抱える条件不利性の改善に
　　係る指標

■　奄美群島の生活基盤の確保・充実に
　　係る指標

延べ宿泊者数（千人）【再掲】

航空輸送旅客利用者数（千人）

航路輸送旅客利用者数（千人）

汚水処理人口普及率（％）

医師数【人口10万人当たり】（人）

奄美群島内総生産額【名目】（百万円）
※3

目標(R5年度末)

担い手の確保数（戸）

農業算出額（百万円）

延べ宿泊者数（千人）

情報関連企業従事者数（人）

指標名 基　準　時 直近の実績 ※1

情報関連企業事業所数（社）

奄美群島エコツアーガイド
認定ガイド数（人）
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（1） 定住を促進するための方策に係る

指標

ア 担い手の確保数（目標1,600戸）

1,658戸（令和３年３月：達成率103.6％）

① 目標達成のための取組

・ 認定農業者等の確保・育成

・ 経営相談体制の構築による経営発展

支援

② 目標達成に向けての要因分析

高齢化等による農業改善計画の再認定

率の低下などから，認定農業者数は年々

減少しているものの，担い手の確保数は，

ほぼ横ばいで目標を達成している。

③ 施策推進の課題

農業・農村の持続的な発展を図るため，

認定農業者や認定新規就農者への誘導な

ど，担い手の確保・育成に向けた市町村

の主体的な取組の推進が必要である。

イ 農業産出額（目標40,636百万円）

32,485百万円（令和２年：達成率79.9％）

① 目標達成のための取組

・ 営農用ハウス・畜舎など農業施設や，

省力化機械の整備等による産地育成

・農道や灌漑排水等の基盤整備の推進

・ 地域特性を生かした推進品目の選定

や農業栽培技術・経営支援等

② 目標達成に向けての要因分析

農家数が減少するなか，耕種部門では，

台風，干ばつ等の気象災害等により変動

しており，また，畜産部門では，新型コ

ロナウイルスの影響による子牛価格の下

落等により減少傾向にある。

③ 施策推進の課題

今後も担い手農家の確保・育成や農地

流動化による経営規模拡大等を図るとと

もに，安定生産のための施設及び基盤の

整備や省力化・高品質生産に向けたスマ

ート農業の取組への支援，奄美地域に適

した栽培技術の確立に向け支援等を進め

ていく必要がある。

ウ 延べ宿泊者数（目標1,000千人）

917千人（令和元年：達成率91.7％）

① 目標達成のための取組

・ 受入体制の整備や体験メニューの充

実

・ 新たな観光コンテンツの開発

・ ＳＮＳや各種メディアを組み合わせ

た効果的なプロモーション

・ 交通機関と連携したキャンペーンの

展開

・ 国内外からの世界遺産クルーズの誘

致 等

② 目標達成に向けての要因分析

奄美地区における延べ宿泊者数は，令

和元年には，917千人泊と目標の1,000千

人泊に近づいたものの，令和２年は，新

型コロナウイルス感染症の拡大により，

602千人泊と大幅に減少し，平成29年比

22.3％減と非常に厳しい状況となってい

る。

③ 施策推進の課題

引き続き，感染拡大の状況・変化に適

切に対応し，感染防止対策の徹底を図り

つつ，効果的な需要喚起策を切れ目なく

展開するとともに，奄美大島・徳之島の

世界自然遺産登録を生かした取組を進め，

更なる誘客や観光消費額の増加など，奄

美群島全体の観光振興につなげていく必

要がある。

エ 情報関連企業従事者数（目標129人）

104人（平成28年：達成率80.6％）

① 目標達成のための取組

情報通信産業における起業化や人材育

成支援等の取組及びＩＴ関連企業に対す

る立地環境の積極的ＰＲ

② 目標達成に向けての要因分析

直近の実績については，算定の基とな

る統計が５年に１度の実施のため，基準

時の平成28年の数値が最新。
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③ 施策推進の課題

今後も情報関連産業などの離島のハン

ディキャップ克服が可能な業種の企業立

地を促進する必要がある。

オ 情報関連企業事業所数（目標22社）

17社（平成28年：達成率77.3％）

① 目標達成のための取組

新規立地企業等への財政支援，立地環

境のＰＲ及び積極的な誘致活動

② 目標達成に向けての要因分析

直近の実績については，算定の基とな

る統計が５年に１度の実施のため，基準

時の平成28年の数値が最新。

③ 施策推進の課題

今後も情報関連産業などの離島のハン

ディキャップ克服が可能な業種の企業立

地を促進する必要がある。

カ 海面漁業の生産額（目標10,381百万

円）

1,450百万円（平成30年）

① 目標達成のための取組

・ 浮魚礁等の魚礁設置による漁場の整

備

・ 製氷・貯氷施設等の共同利用施設の

整備

・ 水産物の輸送コスト支援

② 目標達成に向けての要因分析

数値算定の基としている統計の内容に

変更があり，平成27年以降，経営体数が

少ない養殖業（魚類）の生産額の把握が

できず，直近の実績と目標値の比較を行

うことは困難。

③ 施策推進の課題

浮魚礁等の魚礁設置による漁場の整備

やスジアラ等の地域特産魚種の種苗生産

・放流技術開発を推進し，沿岸資源の維

持・増大に努めるとともに，クロマグロ

をはじめとする養殖漁業の振興や島内外

における水産物の消費拡大を図る必要が

ある。

キ 林業生産額（目標330百万円）

398百万円（令和２年：達成率120.6％）

① 目標達成のための取組

・ 奄美地域の豊富な森林資源を有効に

活用するため，チップ用（木質バイオ

マス発電燃料用含む）や薪用としての

利用を促進した。

・ イタジイ等の有用広葉樹については，

付加価値の高い建築内装材や家具材と

して，モデルとなる木造公共施設等へ

の利用促進を図った。

・ 枝物・たけのこの新規生産者等の確

保・育成を図るため，生産者養成講座

を開催した。

・ しきみやきくらげの生産基盤整備へ

の支援を実施した。

② 目標達成に向けての要因分析

・ 木材については，製紙用の島内チッ

プ工場が閉鎖したことから，木質バイ

オマス発電燃料用としての転換利用を

進めている。

・ 原木しいたけについては，生産者の

高齢化に伴い，生産者数及び生産額が

減少している。

③ 施策推進の課題

・ 奄美地域の森林については，豊かな

広葉樹資源が，燃料用チップのほか，

家具材や内装材として利用されるなど，

地域経済の振興にも大きな役割を果た

している。

今後，奄美地域の森林・林業につい

ては，森林の有する公益的機能の高度

発揮と資源の有効活用との調和を図っ

ていくことが重要であることから，市

町村等と連携しながら，関係法令等に

基づき，自然環境に配慮した適切な森

林施業を推進していく必要がある。

・ 特用林産物については，生産者の高

齢化に加え，生産規模が零細であるこ
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とから，引き続き新規生産者等の確保

・育成や生産基盤整備への支援を行う

必要がある。

ク 製造品出荷額（目標21,328百万円）

21,029百万円（令和元年：達成率98.6％）

① 目標達成のための取組

・ 本県の地域資源を生かした製品の開

発や事業化の支援

・ 国内外での販路開拓・拡大の支援，

創業・新分野進出の支援等

② 目標達成に向けての要因分析

上記取組を行ったことにより，製造品

出荷額が基準時（平成28年）と比べて717

百万円増加した。

③ 施策推進の課題

今後も食料・飲料など奄美地域の優位

性を生かせる業種の企業立地を促進する

必要がある。

ケ 企業立地

（ア）操業開始件数（目標26件）

25件（令和４年９月：達成率96.2％）

（イ）雇用者数（目標609人）

592人（令和４年９月：達成率97.2％）

① 目標達成のための取組

新規立地企業等への財政支援，立地環

境のＰＲ及び積極的な誘致活動を行った。

② 目標達成に向けての要因分析

上記の取組を行ったことにより，Ｒ１

～Ｒ４（９月時点）で４社が操業開始し，

13人が雇用されているところである。

③ 施策推進の課題

今後も奄美地域の優位性を生かせる業

種や，情報関連など離島のハンディキャ

ップ克服が可能な業種の企業立地を促進

する必要がある。

（2） 世界自然遺産登録などを生かした

交流拡大のための方策に係る指標

ア 奄美群島エコツアーガイド認定ガイ

ド数（目標160人）

147人（令和４年４月：91.9％）

① 目標達成のための取組

奄美群島広域事務組合において，平成

29年２月に認定ガイド制度を創設し，認

定のためのエコツアー認定ガイド講習を

実施している。

② 目標達成に向けての要因分析

平成29年の認定ガイド制度の創設以降，

毎年エコツアーガイドの認定が行われて

いる。

【これまでの認定者数】

平成29年８月：56人

平成29年12月：６人

平成30年12月：23人

令和２年１月：24人

令和３年３月：24人

令和４年３月：14人

③ 施策推進の課題

奄美群島エコツアーガイドが決められ

たルールを遵守するとともに，ガイド間

や地域との連携を強め，利用者に対して

は「もてなし・癒やし」「安全管理」「技

術・知識」を提供する。また，「奄美群島

の自然環境・野生動植物の保全，奄美群

島の歴史・文化に対する理解の促進につ

なげる」活動を推進し，エコツアーガイ

ドの質の向上と社会的地位の確立を図る。

イ クルーズ船入港

（ア）入港数（目標40隻）

27隻（令和元年：達成率67.5％）

（イ）乗客数（目標38,523人）

19,014人（令和元年：49.4％）

① 目標達成のための取組

・ 国内外の船会社・旅行会社へのセー

ルス

・ 船会社キーパーソンの招請・視察対

応

・ 海外クルーズ・コンベンションへの

参加 など
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② 目標達成に向けての要因分析

令和元年は，名瀬港20回の入港など，奄

美群島への入港が計27回と過去最大とな

った。順調に入港数が増加してきた中で，

新型コロナウイルス感染症の影響により，

国際クルーズの運航が停止され，令和２

年は名瀬港２回にとどまり，令和３年は

入港なしとなった。

令和４年に入り，国内船クルーズは回

復傾向にあり，外国船社から高い関心の

ある奄美群島への入港については，本格

的な国際クルーズの運航再開後の回復・

増加が見込まれる。

③ 施策推進の課題

・ 世界遺産クルーズの提案等を行い，

国内外のクルーズ船の誘致活動を引き

続き実施

・ 外国クルーズ船の受入体制整備を強

化

・ 日本船についても，新たな観光素材

の提案などきめ細かな誘致活動を強化

（3） 滞在型・着地型観光を促進するた

めの方策に係る指標

延べ宿泊者数（目標1,000千人）【再掲】

917千人（令和元年：達成率91.7％）

① 目標達成のための取組

・ 受入体制の整備や体験メニューの充

実

・ 新たな観光コンテンツの開発

・ ＳＮＳや各種メディアを組み合わせ

た効果的なプロモーション

・ 交通機関と連携したキャンペーンの

展開

・ 国内外からの世界遺産クルーズの誘

致 等

② 目標達成に向けての要因分析

奄美地区における延べ宿泊者数は，令

和元年には，917千人泊と目標の1,000千

人泊に近づいたものの，令和２年は，新

型コロナウイルス感染症の拡大により，

602千人泊と大幅に減少し，平成29年比

22.3％減と非常に厳しい状況となってい

る。

③ 施策推進の課題

引き続き，感染拡大の状況・変化に適

切に対応し，感染防止対策の徹底を図り

つつ，効果的な需要喚起策を切れ目なく

展開するとともに，奄美大島・徳之島の

世界自然遺産登録を生かした取組を進め，

更なる誘客や観光消費額の増加など，奄

美群島全体の観光振興につなげていく必

要がある。

（4） 奄美群島が抱える条件不利性の改

善に係る指標

ア 航空輸送旅客利用者数（目標1,235千

人）

1,143千人（令和元年度：達成率92.6％）

① 目標達成のための取組

奄美群島振興交付金を活用し群島住民

等を対象とした航空運賃軽減やプロモー

ション等による交流人口拡大のための方

策を講じている。

・ 奄美群島航空運賃軽減事業（R元～）

・ 奄美群島交流需要喚起対策特別事業

(R元～R3)

・ 奄美群島誘客・周遊促進事業（R4～）

・ 奄美･沖縄連携交流促進事業(R元～)

② 目標達成に向けての要因分析

奄美群島振興交付金を活用した事業を

始めた平成26年度以降，ＬＣＣの就航等

により，航空利用者数（年間）は年々増

加するなど，事業効果を上げていたが，

新型コロナウイルス感染症拡大に伴う行

動制限等の影響により，数値目標の達成

に至っていない。

③ 施策推進の課題

奄美群島にとって航空路線は，住民の

生活や産業活動にとって極めて重要な交

通手段であるが，航空運賃が沖縄などに

比べ割高な状況は継続している。
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令和６年度以降の施策については，地

元市町村や事業者をはじめとした関係者

と連携しながら，各事業の継続や事業内

容について検討が必要である。

イ 航路輸送旅客利用者数（目標338千人）

263千人（令和元年度：達成率77.8％）

① 目標達成のための取組

「奄美群島振興交付金」を活用した奄

美群島航路運賃軽減事業，奄美群島交流

需要喚起対策特別事業，奄美群島誘客・

周遊促進事業，奄美・沖縄連携交流促進

事業により，群島住民等を対象として，

航路運賃の軽減措置を講じている。

② 目標達成に向けての要因分析

奄美群島航路運賃軽減事業等を開始し

た平成26年度以降，航路の利用者数（年

間）は，平成28年度まで年々増加してい

たが，令和２年度以降は，新型コロナウ

イルス感染症拡大に伴う移動自粛の影響

により，数値目標の達成に至っていない。

③ 施策推進の課題

引き続き，奄美群島航路運賃軽減事業

等を通じた運賃軽減等に取り組む。

令和６年度以降の施策については，地

元市町村や事業者をはじめとした関係者

と連携しながら，交付金事業の継続や事

業内容について検討が必要。

（5） 奄美群島の生活基盤の確保・充実

に係る指標

ア 汚水処理人口普及率（目標88.0％）

78.7％（令和３年度末：達成率89.4％）

① 目標達成のための取組

・ 生活排水処理施設整備を行う市町村

に引き続き助成を行う

・ 各地域で効率的な施設整備を推進す

るための調整・助言

・ 市町村と連携した住民に対する普及

啓発活動の取組

② 目標達成にむけての要因分析

普及率は毎年伸びているが，過疎化，

高齢化により目標達成には至っていない。

また，個別処理である合併処理浄化槽で

主に整備を進めている市町村の普及率

（40％～50％台：瀬戸内町，天城町，伊

仙町）は，下水道等の集合処理主体で整

備を進めている市町村（90％台：奄美市，

和泊町，知名町）より低い状況である。

③ 施策推進の課題

合併処理浄化槽で主に整備を進めてい

る市町村の普及率の向上が大きな課題で

あるため，浄化槽整備事業については，

普及啓発を図るとともに交付金の予算（要

望額）をしっかり確保し，整備促進を図

る必要がある。

イ 医師数【人口10万人当たり】（203.0

人）

180.3人（令和２年12月：達成率88.8％）

① 目標達成のための取組

・ 地域枠を含む医師修学資金の貸与

・ 「ドクターバンクかごしま」による

医師の斡旋

・ 初期臨床研修連絡協議会を中心とし

た臨床研修医の確保

・ 鹿児島大学病院地域医療支援センタ

ーによる地域枠医師等のキャリア形成

支援

② 目標達成に向けての要因分析

・ 地域枠については，累計貸与者数は

258名（R4.4.1現在）となり，地域で勤

務する医師は，今後更に増加する見込

み。

・ 臨床研修医については，新臨床研修

制度の影響により，一時期は県内採用

者数の落ち込みがあったものの，初期

臨床研修連絡協議会を中心とした取組

によりH29年度以降はおおむね100名以

上の臨床研修医を確保している。

③ 施策推進の課題

本県の医師の充足状況については，離

61



島・へき地をはじめとした地域的偏在や，

小児科・産科等の特定診療科における不

足が顕著であり，地域における医師の確

保が大きな課題となっている。

（6） 奄美群島の振興開発に係る総合的

な指標

ア 奄美群島内総生産額（目標334,123百

万円）

352,254百万円（令和元年度：達成率

105.4％）

① 目標達成のための取組

奄美群島振興開発計画に基づき，定住

促進，交流拡大，条件不利性の改善，生

活基盤の確保・充実，地域主体の取組に

係る各種施策を推進

② 目標達成に向けての要因分析

製造業，建設業等の増加により，全体

が増加し，令和元年度の奄美群島内総生

産額は，令和５年度の数値目標を達成し

ている。

なお，令和元年度の数値は，新型コロ

ナウイルスの影響を受ける前の数値であ

る。

※数値目標算定の際に基礎とした平成27

年度と令和元年度では推計方法が異な

るため，直近実績と数値目標の単純比

較はできない。

③ 施策推進の課題

今後も引き続き，地元市町村と連携し，

奄美群島の自立的発展や定住の促進等に

向けた取組を推進する必要がある。

イ 総人口（目標103,558人）

106,463人（令和４年１月１日：達成率

102.8％）

① 目標達成のための取組

奄美群島振興開発計画に基づき，地域

の活力維持・活性化に向けて移住・定住

促進のための施策を推進

② 目標達成に向けての要因分析

奄美群島の総人口は，平成29年度以降，

１年当たり約1.1％の減となっており，同

様のペースで減少が続いた場合，令和５

年度（R6.1.1）には数値目標を達成する

見込みである。

③ 施策推進の課題

今後も引き続き，地元市町村と連携し，

空き家改修を含めた定住促進住宅等の整

備などの受入体制の充実を図るとともに，

全国に向け移住に必要な情報の発信を行

うことにより，奄美群島への移住・定住

の促進に向けた取組を推進する必要があ

る。
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第４節 奄美群島振興開発特別措置法の必要性

奄美群島は，交通基盤や産業基盤等の

社会資本整備が着実に図られており，平

成26年度からは，奄美群島振興交付金を

活用して，地域の自主性に基づく柔軟か

つ迅速な取組が進められてきている。

しかし，地理的条件や自然的条件に起

因して，本土との間に所得水準や物価を

はじめとする経済面の格差が未だに存在

している。加えて，地域経済の循環にお

いては，生産面での稼ぐ力は小さいが，

分配面において財政移転等を中心に所得

が大きく流入しており，地域住民所得は

全国平均を上回る一方で，支出面におい

てエネルギー代金を含めた経常収支が大

きく赤字であり，分配面で得た所得が地

域の生産拡大に貢献できていない状況に

ある。

また，人口減少や高齢化の進展に伴い，

地域，くらし，産業などあらゆる分野を

支える人材は不足しており，更なる地域

の活力の低下が懸念されている。

交通基盤や産業基盤，生活環境などの

社会資本については，利便性向上等を図

るため更に整備を進めるとともに，維持

管理・更新を図る必要がある。

さらに，農業振興を取り巻く環境にお

いては，肥料・飼料・燃料の高騰に伴う

農業経営の悪化や，食料安全保障の確立

を求める声の高まり等を踏まえ，「生産性

の向上」，「付加価値の向上」，「販路拡大」

及び「環境と調和した産地づくり」など，

多種多様な課題が存在している。

一方で，奄美群島は世界自然遺産登録

を契機として，我が国の豊かで多様な自

然環境の形成・維持に大きな役割を担う

ことになり，一体的に登録された沖縄と

連携して活用を図ることで観光立国に貢

献する役割等が期待される。

今後は，自然環境・地域文化を保全し

ながら，奄美群島が有する固有の価値を

理解・共有するとともに，郷土を誇りに

思い地域を支える人材を育成しながら，

産業の振興と生活の利便性向上を図るこ

とで，持続可能な社会を目指し，世界の

モデルとして発信する必要がある。

さらに，近年，我が国を取り巻く安全

保障環境が厳しさを増す中，南西諸島に

おいて，奄美群島が国境離島として果た

す役割は一層重要となっており，沖縄と

の調和ある発展に配慮しながら，更に定

住環境の整備を図る必要がある。

なお，デジタル技術の革新や，新型コ

ロナウイルス感染症の感染拡大等に伴う

地方回帰の潮流は，地理的条件不利性を

抱え人材が不足する奄美群島にとって，

地域課題の解決を図る上で好機であり，

奄美群島の振興開発に最大限生かす必要

がある。

鹿児島の宝である奄美群島の更なる発

展を図り，我が国の地域振興の先進地域

となるためには，今後とも法の延長を実

現するとともに，法に基づく特別措置に

よる支援の充実が必要不可欠である。
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【参考２】奄美群島振興開発アンケート調査結果の分析について                      
 奄美群島の在住者や群島出身者等を対象に，令和４年７月から８月にかけて実施したアン
ケート調査の中から，奄美群島振興開発事業に対する満足度，島のイメージ，島の魅力，今
後の来訪意向，今後の定住・帰島意向，奄美群島の今後の課題，島で暮らしていくために必
要なこと，どの産業に力を入れるべきか，将来なって欲しい姿，奄美群島振興開発特別措置
の必要性に関する項目を抜粋して，以下のとおり分析を行った。 
 
１．奄美群島振興開発事業に対する満足度 
（１）定住を促進するための方策に対する満足度 

定住を促進するための方策については、どの方策についても「わからない」が最も多く
なっている。 

『満足』（「満足」と「ほぼ満足」の合計）と回答した割合をみると、「産業の振興（農
業）」が 28.1%で最も多く、次いで「産業の振興（情報通信）」（23.9%）、「移住・交流の
促進」（19.4%）などとなっている。 

その一方で『不満』（「不満」と「やや不満」の合計）と回答した割合をみると、「産業
の振興（商工業）」が 41.4%で最も多く、次いで「産業の振興（情報通信）」（35.1％）、「移
住・交流の促進」（32.4％）などとなっており、どの方策においても『満足』を上回って
いる。 

 
【定住を促進するための方策に対する満足度（在住者 Ｎ＝1,469）】 
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（２）世界遺産登録などを生かした交流拡大のための方策及び滞在型・着地型観光を促進す
るための方策に対する満足度 
世界遺産登録などを生かした交流拡大のための方策及び滞在型・着地型観光を促進す

るための方策については、どの方策についても「わからない」が最も多くなっている。 
『満足』（「満足」と「ほぼ満足」の合計）と回答した割合をみると、「世界自然遺産登

録を見据えた取組の推進」が 30.8%で最も多く、次いで「愛着を育む地域文化の継承，
創造」（27.7%）、「地域資源を生かした観光施策の展開」（22.2%）などとなっている。 

その一方で『不満』（「不満」と「やや不満」の合計）と回答した割合をみると、「地域
資源を生かした観光施策の展開」が 36.2%で最も多く、次いで「群島内外との交流の促
進」（30.8％）、「世界自然遺産登録を見据えた取組の推進」（30.8％）などとなっており、
「世界自然遺産登録を見据えた取組の推進」以外はどの方策においても『満足』を上回っ
ている。 

 
【世界遺産登録などを生かした交流拡大のための方策及び滞在型・着地型観光を促進するた

めの方策に対する満足度（在住者 Ｎ＝1,469）】 

 
 
  

2.9 

2.1 

2.1 

1.6 

4.0 

24.8 

20.1 

16.1 

15.4 

26.8 

23.2 

25.9 

24.2 

20.6 

21.4 

7.3 

10.3 

6.6 

5.9 

9.4 

35.3 

35.3 

43.9 

49.4 

31.9 

6.5 

6.3 

7.1 

7.1 

6.5 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

愛着を育む地域文化の継承，創造

地域資源を生かした観光施策の展開

群島内外との交流の促進

共生ネットワークの形成

世界自然遺産登録を見据えた取組の推進

満足 ほぼ満足 やや不満 不満 わからない 無回答

65



 

（３）奄美群島が抱える条件不利性の改善（その１）に対する満足度 
奄美群島が抱える条件不利性の改善（その１）について、『満足』（「満足」と「ほぼ満

足」の合計）と回答した割合をみると、「航路運賃の軽減」が 51.2%で最も多く、次いで
「航空運賃の軽減」（50.1%）、「奄美・沖縄の連携交流促進」（32.5%）などとなっている。 

その一方で『不満』（「不満」と「やや不満」の合計）と回答した割合をみると、「物価
の軽減」が 56.1%で最も多く、次いで「航空運賃の軽減」（35.8％）、「奄美・沖縄の連携
交流促進」（35.4％）などとなっている。 

なお、「群島内の誘客・周遊促進」、「農林水産物等の輸送コスト支援」、「水産物流通支
援事業」、「奄美群島成長戦略の推進」については、「わからない」が最も多くなっている。 

 
【奄美群島が抱える条件不利性の改善（その１）に対する満足度（在住者 Ｎ＝1,469）】 

 
 
  

4.6 

3.2 

4.8 

5.4 

5.7 

4.2 

10.9 

11.0 

16.8 

21.6 

23.6 

24.0 

26.8 

25.0 

40.3 

39.1 

28.5 

20.6 

19.3 

22.4 

24.6 

23.7 

24.6 

24.9 

27.6 

6.1 

6.9 

10.1 

10.8 

6.5 

9.5 

10.9 

13.3 

39.7 

37.0 

29.6 

23.8 

31.9 

7.0 

7.1 

9.3 

8.9 

8.4 

8.5 

8.3 

8.8 

7.8 

7.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

物価の軽減

奄美群島成長戦略の推進

水産物流通支援事業

農林水産物等の輸送コスト支援

奄美・沖縄の連携交流促進

群島内の誘客・周遊促進

航路運賃の軽減

航空運賃の軽減

満足 ほぼ満足 やや不満 不満 わからない 無回答
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（４）奄美群島が抱える条件不利性の改善（その２）に対する満足度 
奄美群島が抱える条件不利性の改善（その２）について、『満足』（「満足」と「ほぼ満

足」の合計）と回答した割合をみると、「交通基盤の整備（航空交通）」が 42.7%で最も多
く、次いで「防災及び国土保全（消防防災の充実）」（37.2%）、「交通基盤の整備（海上交
通）」（35.4%）などとなっている。 

その一方で『不満』（「不満」と「やや不満」の合計）と回答した割合をみると、「交通
基盤の整備（陸上交通）」が 40.4%と最も多く、次いで「交通基盤の整備（海上交通）」
（35.6％）、「防災及び国土保全（治水対策の推進）」（32.2％）などとなっている。 

なお、「防災及び国土保全（治山対策の推進）」、「防災及び国土保全（治水対策の推進）」、
「防災及び国土保全（海岸保全の推進）」、「防災及び国土保全（港湾整備の推進）」につい
ては、「わからない」が最も多くなっている。 

 
【奄美群島が抱える条件不利性の改善（その２）に対する満足度（在住者 Ｎ＝1,469）】 

 
 
  

3.5 

3.8 

3.5 

3.7 

4.9 

4.2 

4.7 

7.2 

25.9 

27.4 

22.7 

21.8 

32.3 

29.5 

30.7 

35.5 

21.5 

21.2 

23.4 

21.4 

20.6 

28.1 

26.5 

21.5 

7.4 

8.8 

8.8 

7.6 

6.2 

12.3 

9.1 

10.3 

33.2 

30.4 

33.3 

36.8 

27.6 

17.1 

20.6 

17.0 

8.4 

8.3 

8.3 

8.7 

8.4 

8.8 

8.4 

8.6 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

防災及び国土保全（港湾整備の推進）

防災及び国土保全（海岸保全の推進）

防災及び国土保全（治水対策の推進）

防災及び国土保全（治山対策の推進）

防災及び国土保全（消防防災の充実）

交通基盤の整備（陸上交通）

交通基盤の整備（海上交通）

交通基盤の整備（航空交通）

満足 ほぼ満足 やや不満 不満 わからない 無回答
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（５）奄美群島の生活基盤の確保・充実（その１）に対する満足度 
奄美群島の生活基盤の確保・充実（その１）について、『満足』（「満足」と「ほぼ満足」

の合計）と回答した割合をみると、「保健医療福祉（保健医療）」が 41.0%で最も多く、次
いで「保健医療福祉（社会福祉）」（39.8%）、「教育及び人材育成（教育）」（34.6%）など
となっている。 

その一方で『不満』（「不満」と「やや不満」の合計）と回答した割合をみると、「教育
及び人材育成（人材育成）」が 41.5%で最も多く、次いで「保健医療福祉（保健医療）」
（37.6％）、「教育及び人材育成（教育）」（36.1％）などとなっている。 

なお、「保健医療福祉（ハブ対策）」については、「わからない」が最も多くなっている。 
 
【奄美群島の生活基盤の確保・充実（その１）に対する満足度（在住者 Ｎ＝1,469）】 

 
 
  

2.7 

4.9 

5.8 

6.3 

6.6 

22.0 

29.7 

34.0 

27.2 

34.4 

29.1 

24.6 

26.1 

13.8 

26.4 

12.4 

11.5 

9.7 

5.7 

11.2 

25.7 

21.0 

16.2 

35.4 

13.6 

8.2 

8.2 

8.2 

11.6 

7.8 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

教育及び人材育成（人材育成）

教育及び人材育成（教育）

保健医療福祉（社会福祉）

保健医療福祉（ハブ対策）

保健医療福祉（保健医療）

満足 ほぼ満足 やや不満 不満 わからない 無回答
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（６）奄美群島の生活基盤の確保・充実（その２）に対する満足度 
奄美群島の生活基盤の確保・充実（その２）について、『満足』（「満足」と「ほぼ満足」

の合計）と回答した割合をみると、「生活環境（水道）」が 47.9%で最も多く、次いで「生
活環境（安全・安心まちづくりの推進）」（42.3%）、「生活環境（都市基盤）」（40.8%）な
どとなっている。 

その一方で『不満』（「不満」と「やや不満」の合計）と回答した割合をみると、「生活
環境（住環境の整備）」が 42.1%で最も多く、次いで「資源・エネルギー（再生可能エネ
ルギー）」（35.6％）、「生活環境（地域環境の保全）」（35.0％）などとなっている。 

なお、「生活環境（循環型社会の形成）」、「生活環境（自然環境配慮型・自然再生型公共
事業等の実施）」、「資源・エネルギー（水資源）」、「資源・エネルギー（再生可能エネルギ
ー）」、「資源・エネルギー（電力）」については、「わからない」が最も多くなっている。 

 
【奄美群島の生活基盤の確保・充実（その２）に対する満足度（在住者 Ｎ＝1,469）】 

 
 
  

5.2 

2.4 
3.6 

2.6 

2.2 

3.9 

5.5 

3.7 

6.9 

9.5 

26.7 

13.8 

24.8 

17.2 

15.8 

29.3 

36.8 

22.7 

33.9 

38.4 

19.8 

23.6 

20.4 

22.3 

23.3 

26.2 

23.6 

29.2 

21.2 

18.2 

8.0 

12.0 

7.1 

8.0 

7.6 

8.8 

5.9 

12.9 

8.8 

8.2 

32.0 

39.7 

35.7 

40.8 

42.1 

23.1 

19.8 

22.6 

21.0 

17.6 

8.2 

8.6 

8.4 

9.2 

8.9 

8.6 

8.4 

8.9 

8.0 

8.1 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

資源・エネルギー（電力）

資源・エネルギー（再生可能エネルギー）

資源・エネルギー（水資源）

生活環境
（自然環境配慮型・自然再生型公共事業等の実施）

生活環境（循環型社会の形成）

生活環境（地域環境の保全）

生活環境（安全・安心まちづくりの推進）

生活環境（住環境の整備）

生活環境（都市基盤）

生活環境（水道）

満足 ほぼ満足 やや不満 不満 わからない 無回答
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２．島のイメージ 

10 年前と比較した島の全体的なイメージについては、在住者、出身者ともに『良くな
った』（「大変よくなった」と「いくらかは良くなった」の合計）が約 6 割を占めており、
『悪くなった』（「少し悪くなった」と「大変悪くなった」の合計）を大きく上回っている。 

 
【10 年前と比較した島の全体的なイメージ（在住者、出身者）】 

 
  

24.6 

13.3 

33.3 

45.7 

17.5 

15.6 

2.4 

9.8 

1.6 

2.9 

19.8 

11.1 

0.8 

1.6 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

出身者（126）

在住者（1,469）

大
変
良
く
な
っ
た

い
く
ら
か
は
良
く

な
っ
た

変
わ
っ
て
い
な
い

少
し
悪
く
な
っ
た

大
変
悪
く
な
っ
た

わ
か
ら
な
い

無
回
答
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３．島の魅力 

島の魅力については、在住者、出身者、高校生等ともに「豊かな自然に恵まれているこ
と」が最も多く、次いで「都会にはないゆったりとした気持ちで暮らせること」などとな
っている。 

 
【島の魅力（在住者、出身者、高校生等）】 
●在住者と出身者 

 

  

0.8 

1.6 

3.2 

0.8 

17.5 

7.9 

9.5 

27.0 

27.0 

47.6 

59.5 

2.1 

1.8 

6.4 

1.4 

5.2 

7.6 

17.4 

18.7 

24.5 

51.7 

51.9 

 0  20  40  60

無回答

わからない

特に意識していない

その他

他では味わえない産物や郷土料理があること

手軽にスポーツやレジャーが楽しめること

一年を通じて温暖であること

固有の文化や伝統が日常生活の身近にあること

結いの精神により地域住民が助け合って暮らせること

都会にはないゆったりとした気持ちで暮らせること

豊かな自然に恵まれていること

[%]

在住者（1,469） 出身者（126）
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●高校生等（Ｎ＝808） 

 
 

４．今後の来訪意向 

来訪者の今後の奄美群島への来訪意向については、『訪れたい』（「是非訪れたい」と「で
きれば訪れたい」の合計）が 95.7％と 9 割以上を占めており、「思わない」（0.4％）を大
きく上回っている。 

 
【今後の来訪意向（来訪者 Ｎ＝229）】 

 
 
  

34.5
26.5

17.5 13.5
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1.1
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10.3 13.2
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答
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1番
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５．今後の定住・帰島意向 

在住者の今後の定住継続意向については、『島内に住み続けたい』（「是非島内に住み続
けたい」と「できれば島内に住み続けたい」の合計）が 79.6％で約 8 割を占めている。 

出身者の奄美群島での居住意向については、『奄美群島内で暮らしたい』（「是非暮らし
たい」と「できれば暮らしたい」の合計）が 63.5%となっている。 

高校生等の将来の帰島意向については、「できれば暮らしたい」が 40.3％で最も多く、
「是非暮らしたい」（17.0％）も含めると『暮らしたい』が半数を超えている 

来訪者の奄美群島での居住意向については、「暮らすのではなく別荘などを持ちたい
（二地域居住をしたい）」が 27.５％で最も多く、次いで「体験的に暮らしてみたい」
（25.3％）、「定住しても良い」（14.4％）などとなっている 

 
【今後の定住・帰島意向（在住者、出身者、高校生等、来訪者）】 
●在住者（Ｎ＝1,469）    ●出身者（Ｎ＝126） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
●高校生等（Ｎ＝719）    ●来訪者（Ｎ＝229） 
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６．奄美群島の今後の課題 

奄美群島の今後の課題については、在住者、出身者、事業所ともに「人口の減少」が最
も多く、次いで「少子・高齢化の進行」などとなっている。 

 
【奄美群島の今後の課題（在住者、出身者、事業所）】 

 
  

1.2 

0.2 

0.2 

1.4 

7.1 

8.7 

10.5 

14.1 

18.1 

27.8 

27.0 

38.3 

30.0 

51.8 

57.3 

0.8 

0.8 

0.0 

2.4 

1.6 

12.7 

34.9 

16.7 

27.8 

23.0 

23.0 

33.3 

21.4 

44.4 

46.8 

4.3 

1.3 

0.7 

1.2 

4.6 

8.2 

12.6 

19.5 

20.4 

23.4 

27.4 

30.8 

33.9 

43.2 

52.3 

 0  20  40  60

無回答

わからない

特にない

その他

再生可能エネルギーの導入

第５世代移動通信システム(５Ｇ)の整備

就業機会の減少

自然破壊

奄美特有の伝統や文化の衰退

観光客の増加への対応

本土との経済格差

人やモノの輸送コストが高い

農業の衰退

少子・高齢化の進行

人口の減少

[%]

在住者（1,469） 出身者（126） 事業所（504）
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７．島で暮らしていくために必要なこと 

島で暮らしていくために必要なことについては、在住者と高校生等ともに「労働条件
（給与・福利厚生等）の良い仕事があること」が最多となっており、次いで在住者は「医
療・福祉が充実すること」、高校生等は「商業施設が充実すること」などとなっている。 

 
【島で暮らしていくために必要なこと（在住者、高校生等）】 
●在住者（Ｎ＝1,469） 

 
●高校生等（Ｎ＝808） 

 

3.1 

0.5 

0.4 

1.1 

2.2 

3.1 

3.9 

5.7 

8.8 

9.4 

9.6 

11.4 

18.4 

21.0 

29.9 

64.6 

0 20 40 60 80

無回答

わからない

今のままで特に必要なものはない

その他

インターネット利用環境が充実すること

スポーツ・娯楽施設・芸術文化施設が充実すること

結いの精神により地域住民が助け合うこと

商業施設が充実すること

大学・専門学校等の教育機関があること

住宅など生活環境が良くなること

豊かな自然環境が維持，保全されること

子育て環境が充実すること

物価が安くて安定すること

島内外の交通が便利になること（運賃の軽減を含む）

医療･福祉が充実すること

労働条件（給与・福利厚生等）の良い仕事があること

[％]

34.0

12.6
7.1 6.4 8.3 7.4 4.1 4.2 3.0 2.8

2.4
1.5 0.7 1.7 1.2 2.5

8.2

11.8
12.4 10.8 7.2 7.5

8.0 7.1 7.8 5.7
3.3

1.1 0.5 0.4 0.0 8.3

(42.2％)

(24.4％)
(19.5％) (17.2％)(15.5％)(14.9％)

(12.1％) (11.3％)(10.8％)(8.5％) (5.7％) (2.6％) (1.2％) (2.1％) (1.2％）(10.8％)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

労
働
条
件
（
給
与
・
福
利
厚
生
等
）
の

良
い
仕
事
が
あ
る
こ
と

商
業
施
設
が
充
実
す
る
こ
と

島
内
外
の
交
通
が
便
利
に
な
る
こ
と

（
運
賃
の
軽
減
を
含
む
）

ス
ポ
ー
ツ
・
娯
楽
施
設
・
芸
術
文
化
施

設
が
充
実
す
る
こ
と

医
療･

福
祉
が
充
実
す
る
こ
と

子
育
て
環
境
が
充
実
す
る
こ
と

住
宅
な
ど
生
活
環
境
が
良
く
な
る
こ
と

豊
か
な
自
然
環
境
が
維
持
，
保
全
さ
れ

る
こ
と

物
価
が
安
く
て
安
定
す
る
こ
と

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
利
用
環
境
が
充
実
す

る
こ
と

大
学
・
専
門
学
校
等
の
教
育
機
関
が
あ

る
こ
と

結
い
の
精
神
に
よ
り
地
域
住
民
が
助
け

合
う
こ
と

そ
の
他

今
の
ま
ま
で
特
に
必
要
な
も
の
は
な
い

わ
か
ら
な
い

無
回
答

2番
1番
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８．今後力を入れたら良い産業 

今後の島の発展・振興のために力を入れたら良い産業について、在住者では「亜熱帯気
候を生かした園芸農業（花，果樹，野菜）」、出身者、高校生等、事業所では「観光関連産
業」がそれぞれ半数以上を占め最も多くなっている。 

 
【今後力を入れたら良い産業（在住者、出身者、高校生等、事業所）】 

 
 

  

2.0 

1.0 

2.2 

2.0 

3.4 

6.2 

6.9 

6.2 

21.4 

7.9 

4.8 

9.1 

10.5 

14.9 

19.4 

31.5 

23.0 

56.2 

44.2 

0.0 

3.2 

3.2 

1.6 

4.0 

6.3 

7.1 

4.8 

7.1 

7.9 

23.8 

25.4 

18.3 

16.7 

14.3 

26.2 

23.0 

50.8 

41.3 

2.0 

4.0 

1.6 

1.5 

3.3 

4.9 

5.6 

5.7 

8.0 

11.3 

13.5 

13.7 

14.4 

15.0 

17.6 

31.0 

31.3 

40.6 

53.3 

 0  20  40  60

無回答

わからない

その他

林業

上記以外の漁業

運輸業

製造業（黒糖焼酎関連産業及び大島紬関連産業を除く）

上記以外の農業

建設業

商業

大島紬関連産業

黒糖焼酎関連産業

養殖業

情報通信関連産業

畜産業を中心にした農業

生産者自らが地域の農林水産物を加工・販売する６次産業化の取組

さとうきびを基幹とした農業

観光関連産業

亜熱帯気候を生かした園芸農業（花，果樹，野菜）

[%]

在住者（1,469） 出身者（126） 事業所（504）
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●高校生等（Ｎ＝808） 

 
  

26.1 
13.0 8.8 12.9 

6.1 4.6 4.1 5.0 3.8 4.2 0.9 

2.0 1.5 

3.7 
1.2 1.0 0.4 0.7 

0.1 

13.7 

12.5 
10.8 7.7 

7.5 7.8 7.8 5.0 5.2 4.3 
4.1 

2.0 2.8 
0.0 1.6 1.0 0.7 0.0 

5.4 

19.1 

8.0 
7.2 5.9 

6.7 7.3 5.7 4.5 5.2 3.0 5.2 

3.1 2.7 
0.0 0.9 1.2 1.2 0.2 

12.9 

(58.9%)

(33.5%)(26.8%)
(26.5%)(20.3%)

(19.7%)(17.6%)
(14.5%)(14.2%)(11.5%)(10.2%)

(7.1%)(7.0%)(3.7%)(3.7%)(3.2%) (2.3%) (0.9%)

(18.4%)
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20%

40%

60%

観
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関
連
産
業

亜
熱
帯
気
候
を
生
か
し
た
園
芸
農
業
（
花
，
果

樹
，
野
菜
）

大
島
紬
関
連
産
業

さ
と
う
き
び
を
基
幹
と
し
た
農
業

商
業

黒
糖
焼
酎
関
連
産
業

情
報
通
信
関
連
産
業

畜
産
業
を
中
心
に
し
た
農
業

養
殖
業

建
設
業

運
輸
業

生
産
者
自
ら
が
地
域
の
農
林
水
産
物
を
加
工
・

販
売
す
る
６
次
産
業
化
の
取
組

製
造
業
（
黒
糖
焼
酎
関
連
産
業
及
び
大
島
紬
関

連
産
業
を
除
く
）

わ
か
ら
な
い

上
記
以
外
の
農
業

林
業

上
記
以
外
の
漁
業

そ
の
他

無
回
答

3番
2番
1番
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９．群島が果たしている役割、今後果たすべき役割 

日本において奄美群島が果たしている役割、今後果たすべき役割については、在住者、
出身者ともに「貴重な動植物など豊かな自然環境の保全」が最も多く、次いで「多様で個
性的な伝統文化の継承」、「奄美固有の癒しの提供」などとなっている 

 
【群島が果たしている役割、今後果たすべき役割（在住者、出身者）】 

 
 
  

0.0 

2.4 

1.6 

0.8 

9.5 

11.1 

14.3 

36.5 

43.7 

75.4 

4.2 

3.7 

1.5 

0.3 

8.1 

10.3 

14.9 

34.0 

39.6 

71.5 

 0  20  40  60  80

無回答

わからない

特にない

その他

今後の地域コミュニティのモデルを提示

良質な食料の安定供給

領海・排他的経済水域保全

奄美固有の癒しの提供

多様で個性的な伝統文化の継承

貴重な動植物など豊かな自然環境の保全

[%]

在住者（1,469） 出身者（126）
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10．将来なって欲しい島の姿 

奄美群島の将来なって欲しい島の姿については、「医療や福祉が充実した子育て・高齢
者に優しい島」が 40.4%で最も多く、次いで「豊かな自然に恵まれた島」（29.6％）、「温
暖な気候を生かした農業の島」（22.7％）、「島の資源を活用した特産品産業が栄える島」
（19.5％）などとなっている。 

 
【将来なって欲しい島の姿（在住者 Ｎ＝1,469）】 

 

  

3.9

1.2

1

0.5

3.8

5.4

8

13.1

13.8

15.9

16.1

19.5

22.7

29.6

40.4

0 10 20 30 40 50

無回答

わからない

その他

森林資源を生かした林業の島

情報通信関連産業の盛んな島

海洋資源を生かした漁業の島

大島紬などの伝統産業が栄える島

全国から多くの観光客が訪れる島

奄美の伝統文化の息づく島

人情味あふれた心豊かな島

災害に強く安全に暮らせる島

島の資源を活用した特産品産業が栄える島

温暖な気候を生かした農業の島

豊かな自然に恵まれた島

医療や福祉が充実した子育て・高齢者に優しい島

[％]
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また、島別に将来なって欲しい島の姿についてみると、どの島においても「医療や福祉
が充実した子育て・高齢者に優しい島」が最多となっており、次いで奄美大島と与論島で
は「豊かな自然に恵まれた島」、喜界島、徳之島、沖永良部島では「温暖な気候を生かし
た農業の島」などとなっている。 

 
【島別にみた将来なって欲しい島の姿（在住者）】 

 
  

19.1 

22.5 

22.5 

31.5 

41.6 

14.4 

19.8 

25.2 

37.6 

42.6 

18.7 

19.8 

26.5 

30.0 

43.5 

20.5 

20.5 

23.2 

31.3 

42.9 

16.0 

16.0 

18.3 

19.2 

33.2 

38.2 

0 10 20 30 40 50

温暖な気候を生かした農業の島

災害に強く安全に暮らせる島

全国から多くの観光客が訪れる島

豊かな自然に恵まれた島

医療や福祉が充実した子育て・高齢者に優しい島

災害に強く安全に暮らせる島

島の資源を活用した特産品産業が栄える島

豊かな自然に恵まれた島

温暖な気候を生かした農業の島

医療や福祉が充実した子育て・高齢者に優しい島

全国から多くの観光客が訪れる島

島の資源を活用した特産品産業が栄える島

豊かな自然に恵まれた島

温暖な気候を生かした農業の島

医療や福祉が充実した子育て・高齢者に優しい島

災害に強く安全に暮らせる島

人情味あふれた心豊かな島

島の資源を活用した特産品産業が栄える島

温暖な気候を生かした農業の島

医療や福祉が充実した子育て・高齢者に優しい島

災害に強く安全に暮らせる島

人情味あふれた心豊かな島

奄美の伝統文化の息づく島

島の資源を活用した特産品産業が栄える島

豊かな自然に恵まれた島

医療や福祉が充実した子育て・高齢者に優しい島

[％]

奄美大島
（783）

喜界島
（112）

徳之島
（283）

沖永良部島
（202）

与論島
（89）
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11．奄美群島振興開発特別措置の必要性 

奄美群島振興開発特別措置法については、『国の特別措置が必要である』（「奄美群島の
自立的発展のためには，地域の努力に加えて，まだ国の特別措置が必要である」、「他の地
域に比べ多くの面で格差があり，今後とも国の特別措置が必要である」、「歴史的にも特
別の経緯を持つ地域であり，今後とも国の特別措置が必要である」の合計）が在住者と出
身者では 8 割を超え、高校生等でも約 7 割を占めている。 

 
【奄美群島振興開発特別措置の必要性（在住者、出身者、高校生等）】 
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出身者（126）

在住者（1,469）

歴
史
的
に
も
特
別
の
経
緯
を
持

つ
地
域
で
あ
り
，
今
後
と
も
国

の
特
別
措
置
が
必
要
で
あ
る
。

他
の
地
域
に
比
べ
多
く
の
面
で

格
差
が
あ
り
，
今
後
と
も
国
の

特
別
措
置
が
必
要
で
あ
る
。

奄
美
群
島
の
自
立
的
発
展
の
た
め

に
は
，
地
域
の
努
力
に
加
え
て
，

ま
だ
国
の
特
別
措
置
が
必
要
で
あ

る
。

今
後
は
，
地
域
の
課
題
と
し
て

取
り
組
む
べ
き
で
あ
り
，
国
の

特
別
措
置
は
も
う
必
要
な
い
。

奄
美
群
島
の
振
興
の
た
め
に

な
っ
て
い
な
い
の
で
，
や
め
る

べ
き
で
あ
る
。

わ
か
ら
な
い

無
回
答

そ
の
他
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